
協議案第１号

　収 入 の 部 （単位：千円）

4,552

200

100

2.国庫補助金 3,462 3,462

3.繰越金 563 563

4.諸収入 1 1

　支 出 の 部 （単位：千円）

1.運営費 160 160

780

100

192

155

2,000

2,028

3.繰出金 3,462 3,462

4.予備費 1

（支出科目間の流用はできるものとする）

※豊橋市負担金は令和８年度豊橋市一般会計予算案の抜粋です。予算成立をもって内容が決定されます。

○地域内フィーダー系統確保維持費
国庫補助金配当分

8,878千円

支 出 予 算 額 8,878千円

令和８年度事業計画（案）及び収入支出予算（案）について

地域公共交通の活性化を図ることを目的とし、次の事業を行う。

１　地域公共交通計画に位置付けられた事業を行う。

２　その他協議会の目的達成のために必要な事業を行う。

〇令和８年度事業計画（案）

〇令和８年度収入支出予算（案）

1.負担金 4,852 4,028 824

○豊橋市

科　目 令和８年度 令和７年度 比  較 摘　　要

差 引 残 額 0千円

収 入 予 算 額

147 ○利用促進事業繰越金

○豊鉄バス（株）

○豊橋鉄道（株）

416

科　目 令和８年度 令和７年度 比  較 摘　　要

160 0

合　　計 8,878 8,734 144

合　　計 8,878 8,734 144

2.事業費

4,289 △ 827

5,255 4,284 971

○会議運営費等

4,289 △ 827
〇地域内フィーダー系統確保維持費
国庫補助金

1 0

〇モビリティマネジメント啓発イベント

○イベントにおける公共交通利用促進補助金

○その他利用促進事業

○鉄道・バス沿線周遊マップ

○企業シャトルBaaS事業

〇公共交通マップ

1 0 ○利子等
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第１章 豊橋市都市交通計画について 

1. 計画の趣旨 

国内を取り巻く状況は、人口減少や少子化・高齢化の進行、環境問題の深刻化だけでなく、コロ

ナ禍による生活様式の変化などにより、社会経済情勢が大きな転換を迎えています。このような変

化に対応できるまちづくりに向けて、より実効性のある交通施策を進めることが求められています。 

本市では、2016(平成 28)年３月に豊橋市都市交通計画 2016-2025 を策定し、「多様な交通手段を

誰もが使え、過度に自家用車に頼ることなく生活・交流ができる都市交通体系の構築」を基本理念

として、公共交通・自家用車・自転車・徒歩という都市交通を網羅した体系的な施策推進を図って

きました。また、市、市民、事業者、公共交通事業者の皆が連携して公共交通を支え、育む意識を

醸成するため、2017(平成 29)年３月に「豊橋市の公共交通をともに支え育む条例」を制定しました。 

豊橋市都市交通計画 2016-2025 は 2025(令和７)年度で計画期間満了を迎える中、引き続き本市

の都市交通のあり方を示し、今後の社会情勢に即した取組を推進するために、本計画を策定するこ

ととします。 

 

2. 計画の位置づけ 

本計画は、豊橋市の目指す集約型都市構造を実現するため、「都市・地域総合交通戦略」と「地域

公共交通計画」を統合した交通に関する総合計画として、おおむね 10 年後の目指すべき将来交通

体系の姿を明らかにし、その実現に向けた具体的な取組を示すものです。また、豊橋市総合計画、

豊橋市都市計画マスタープラン、豊橋市立地適正化計画等の上位計画をはじめ、交通施策に関連す

るその他の各種関連計画と連携・整合を図りながら策定するものです。 

 

 
図 1-1 計画の位置づけ  
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3. 計画対象区域 

本計画の対象区域は下記とします。 

豊橋市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 計画対象区域 

 

4. 対象とする公共交通機関 

本計画で対象とする公共交通機関は、鉄道、路面電車、路線バス、「地域生活」バス・タクシー、

タクシーを基本とします。 

 

5. 計画期間 

本計画の計画期間は下記とします。 

 

計画期間：2026(令和８)年度から 2035(令和 17)年度まで 

表 1-1 計画期間 

 

  

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17計　画　名

豊橋市総合計画

豊橋市都市計画
マスタープラン

豊橋市立地適正化計画

豊橋市都市交通計画

20年（都市の姿）

第６次（現計画） 次期計画

10年（分野別の方針）

平成30年度からおおむね20年間

前計画 本計画

豊 橋 市 
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6. 国の動向 

6.1 集約型都市構造の形成 

生活サービス機能や居住の誘導と公共交通ネットワークの形成を連携して取り組む「コンパク

ト・プラス・ネットワーク」を推進しています。立地適正化計画が制度化され、従来の土地利用の

計画に加えて、居住や都市機能を誘導し都市機能再編を図ることとしています。 

 

6.2 地域公共交通計画策定の努力義務化 

2020(令和２)年の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下、法という）の改正では、

持続可能な旅客運送サービスの提供を確保する観点から、地域公共交通網形成計画に代わる新たな

法定計画として、地域公共交通計画の策定が努力義務化されました。この法改正に合わせ、乗合バ

ス等の補助制度の要件として、地域公共交通計画と補助制度との連動化が位置づけられました。 

 

6.3 地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築） 

人口減少や車社会の進展に加え、コロナ禍の影響による公共交通の需要の減少は、交通事業者の

経営努力のみでは避けられないことから、地域の関係者の連携と協働を通じて、利便性・持続可能

性・生産性を高めるため、2023(令和５)年の法改正及び補助制度の拡充として以下の３つを柱とし

た地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）を推進することとしています。 

①官民共創・交通事業者間共創・他分野共創の「３つの共創」 

・官民共創：意欲的な地域に対するエリア一括で、複数年化された支援制度の創設 

・交通事業者間共創：事業者や交通モードの垣根を越えて「共創」を進めるための環境整備に対する支援 

・他分野共創：地域の暮らしのための交通のプロジェクトや人材育成に対する支援の強化 

②自動運転やＭａａＳなどデジタル技術を実装する「交通ＤＸ」 

・自動運転において、地方公共団体が地域づくりの一環として行うバスサービスについて、実証事業に対

する支援 

・交通事業者等の連携高度化を後押しするデータ連携基盤の具体化・構築・普及を推進 

③車両電動化や再エネ地産地消などの「交通ＧＸ」 

・車両電動化と効率的な運行管理等の導入を一体的に推進 

 

また、地域公共交通ネットワークの再構築に必要なインフラ整備に取り組む地方公共団体への支

援として、2023(令和５)年度より社会資本整備総合交付金の基幹事業に「地域公共交通再構築事業」

が創設されました。 

 

7. 愛知県の動向 

愛知県では、2024(令和６)年６月に「愛知県地域公共交通計画」を策定し、国・県・市町村・交

通事業者・県民等の役割分担と連携のもと、交通分野で取り組むべき施策の方向性を示しています。

また、基本方針として、将来の公共交通ネットワークの確保に向けて、広域的な幹線軸とともに市

町村内交通も維持し、新技術も活用しながら、個人や組織・団体の積極的な利用を促していくこと

を位置づけています。  
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第２章 豊橋市の交通の概況 

1. 豊橋市の交通体系 

1.1 公共交通路線網（鉄道・路面電車・路線バス） 

鉄道は、東海旅客鉄道株式会社の東海道新幹線・東海道本線・飯田線、名古屋鉄道株式会社の名古

屋本線、豊橋鉄道株式会社の渥美線の３事業者による５路線が整備されています。 

路面電車は、豊橋鉄道株式会社の東田本線が整備されています。 

路線バスは、豊鉄バス株式会社が豊橋駅を中心として放射状に運行しています。 

市中心部の豊橋駅には各事業者が乗り入れており、市内及び東三河地域の中心的な駅となっていま

す。 

 

図 2-1 鉄道・路面電車・路線バスのネットワーク(2025(令和７)年３月時点) 

JR 東海道本線 

JR 飯田線 

名鉄名古屋本線 
JR 東海道新幹線 

豊橋鉄道渥美線 

JR 東海道新幹線 

JR 東海道本線 

豊橋鉄道東田本線 

(路面電車) 
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1.2 公共交通路線網 (「地域生活」バス・タクシー) 

交通事業者による従来の乗合型公共交通サービスの運行が難しい地域では、日常の移動手段として

確保するために地域住民が主体となって運営する「地域生活」バス・タクシー(以下、コミュニティバス)が

運行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

図 2-2 コミュニティバスのネットワーク(2025(令和７)年３月時点) 

北部地区 
「柿の里バス」 

東部地区 
「東部東山線」 

川北地区 
「かわきたバス」 

前芝地区 
「しおかぜバス」 

南部地区 
「愛のりくん」 

豊川市 

湖西市 

企業シャトル BaaS 

企業シャトル BaaS(実証実験) 

東部地区「東部東山線」

北部地区「柿の里バス」

前芝地区「しおかぜバス」

川北地区「かわきたバス」

鉄道・路面電車

南部地区「愛のりくん」運行区域

市域

市街化区域

南部地区「愛のりくん」運行区域

鉄道・路面電車
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1.3 都市計画道路 

本市の都市計画道路網は、主要な幹線道路を骨格として放射環状に計画されています。 

都市計画道路の整備率は約 73.7％となっています。 

 

 

資料：都市計画課 

 

図 2-3 都市計画道路の整備状況(2025(令和７)年３月時点) 
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1.4 自転車ネットワーク 

本市では、自転車による通学、通勤、買物の日常的な利用や、レクリエーション・観光といった余暇での

利用を支える自転車通行空間の整備を進めるため、自転車ネットワークを設定しています。自転車ネット

ワーク路線の整備状況をみると、日常利用の路線を２９．２km、余暇利用の路線を２７．２km 整備してい

ます。 

 

 

図 2-4 自転車ネットワーク路線の整備状況  

(2025(令和７)年３月時点) 
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2. 豊橋市の公共交通の現況 

2.1 公共交通による人口カバー率 

本市では、2013(平成 25)年度以前に路線バスの路線の廃止が多くあったことから、そのような地域

を中心にコミュニティバスを運行しており、それ以降、路線バスの大きな廃止はなく、必要に応じて、コミュ

ニティバスの運行路線の再編を行っています。本市の乗合型の公共交通による人口カバー率(公共交通

利用圏域内に住む人口割合)は、85.6％となっています。 

 

図 2-5 公共交通の利用圏域(2025(令和７)年３月時点) 

  

※ 豊橋市の公共交通利用圏域とは？ 

市民の日常生活に利用される乗合型の公共交通（鉄道、

路面電車、バス、コミュニティバス）を日常的に利用できる

範囲として、豊橋市では鉄道駅勢圏は半径 700ｍ、バス

停勢圏（路面電車停留場勢圏含む）は半径 400ｍの円を

公共交通利用圏域として設定しています。 
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2.2 豊橋市内の代表交通手段分担率 

市内の平日における代表交通手段の分担率の変化をみると、1991(平成３)年から 2011(平成 23)

年にかけて、自家用車の割合が上昇していましたが、2022(令和４)年には減少へと転じ、自転車・

徒歩の割合が上昇しています。公共交通の割合は、おおむね横ばいで推移していますが、直近の

2011(平成 23)年と 2022(令和４)年を比較すると減少しています。 

 

 
※第３回中京都市圏パーソントリップ調査の調査圏域における集計   資料:中京都市圏パーソントリップ調査 

※小数点以下第２位を四捨五入して算出したため、個々の値の合計が１００にならない場合があります。 

図 2-6 豊橋市内の代表交通手段分担率の変化（平日） 

 

 

 

（１）交通手段分担率とは 

 トリップ全体から、それぞれの交通手段がどれくらい利用されているかを示す割合です。 

 

（2）トリップとは 

 人がある目的をもって、ある地点からある地点へと移動する単位をトリップといい、１回の

移動でいくつかの交通手段を乗り換えても１トリップと数えます。 

 

（3）代表交通手段とは 

   １つのトリップでいくつかの交通手段を乗り換えた場合、その中の主な交通手段を代表交通

手段といいます。本計画の主な交通手段の集計上の優先順位は、鉄道、バス、タクシー、自家

用車、自動二輪、自転車、徒歩の順としています。 

 

 

 

【代表交通手段分担率について】 
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2.3 豊橋市内の公共交通利用者数 

公共交通利用者数の推移を見ると、いずれも横ばいで推移していましたが、コロナ禍の影響によ

り、2020(令和２)年に大幅に減少しています。2021(令和３)年以降、一定の回復が見られますが、

コロナ禍前の水準には至っていません。 

 

※東海道新幹線、東海道本線、飯田線、名古屋本線は、市内の各駅の乗車数の合計 資料:豊橋市統計書 

 ※渥美線、路面電車、路線バス、タクシーは輸送人員数 

図 2-7 鉄道、路面電車、路線バス、タクシーの利用者数の推移 

 

 

図 2-8 コミュニティバスの利用者数の推移  



- 14 - 

 

第３章 豊橋市の都市交通課題 

今後の都市交通のあり方などを検討する上では、豊橋市都市交通計画 2016-2025 における将来の

都市像や目指す都市交通体系に対して現状がどのような状況にあるか、また、交通課題が何である

かを把握することが重要です。そこで、本市の公共交通の現況などを踏まえて、都市の交通課題を

下記のように抽出しました。 

 

課題① 自家用車によらない移動環境の維持・向上 

・豊橋市の代表交通手段分担率では、自家用車での移動割合が多く、自家用車によらない移動を選

択できる環境の構築が必要となります。 

・運転免許証返納者や子どもなどの免許証を保有しない人の移動手段の維持・確保のほか、徒歩や

自転車での安全で快適に移動できる環境が求められています。 

・本市の人口は 2010（平成 22）年以降減少し続けており、更には、各交通手段のトリップ数の減少

などから公共交通の利用者の減少が見込まれるため、路線の維持が困難となることが予想されま

す。 

 

課題② まちなかのにぎわいや回遊性の向上 

・豊橋駅周辺のまちなかへの移動手段は、公共交通を利用する割合が高い状況となっており、店舗

やイベント等との連携による公共交通の利用促進やまちなかへ行きやすい交通環境の更なる向

上が求められています。 

・道路空間の再編など、居心地がよく歩きたくなる空間の形成を図ることにより、回遊性の向上や

にぎわいの創出が求められています。 

 

課題③ 渋滞の緩和と安全・円滑な移動環境 

・本市の道路交通について、道路交通センサスによると混雑度の低い路線が過去に比べて多くなっ

ていますが、豊橋駅を中心とした市の中心部とその周辺に渋滞箇所・渋滞区間が集中しており、 

バスやタクシー等の公共交通の定時性や速達性を確保するうえでも、交通渋滞の緩和が必要とな

ります。 

・豊橋公園に建設が計画されている多目的屋内施設には、興行時などに 5,000 人規模の来場が見込

まれています。興行時などにおける一時的な来場者増加の対応として、安全性や経済効果等を考

慮した最適な交通手段別の来場を促していく必要があります。 
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課題④ 拠点とのつながりの強化 

・都市計画マスタープランでは、集約型都市構造の実現に向け、拠点づくり及び公共交通幹線軸の

形成を位置づけています。また、立地適正化計画において、公共交通幹線軸の沿線等で設定され

た「歩いて暮らせるまち区域」の人口は、総人口に占める割合が増加していることから、公共交

通幹線軸のサービス水準の維持・充実が必要となります。 

・東三河の中心拠点として、広域的に移動できる公共交通の結節点であり、高度で多様な都市サー

ビスを享受できることから、広域的な公共交通ネットワークの維持・向上が必要となります。 

 

課題⑤ 移動を通した健康づくり 

・意識的に運動を心がけている人は減少傾向となっており、健康に関心の薄い人を含む幅広い人に

対して、自転車や公共交通等の利用で健康的な交通行動への転換が必要と考えられます。 

・運転に制約のある方への生きがいや健康増進等につながる外出機会を確保するため、外出しやす

い移動手段の確保が求められています。 

 

課題⑥ 都市交通の担い手確保 

・公共交通の運転士は、高齢化やドライバーの働き方を改善する国の動きにより担い手が不足して

おり、公共交通の路線や本数の維持・確保が困難な状況です。 

 

課題⑦ 環境負荷の軽減 

・本市の二酸化炭素排出量における運輸部門の排出量の割合は、全体の 23％となっており、そのう

ち、乗用車が 47％を占めており、環境負荷の低い交通行動への転換が求められています。 

・SDGs の浸透もあり市民の環境問題への関心は高まっています。 

 

課題⑧ 災害に強い交通環境 

・近年、全国的に豪雨被害が発生しており、本市でも 2023(令和５)年６月の大雨により、鉄道施設

やタクシー車両が冠水や水没等により被害を受けています。全国的にも洪水や土砂災害を引き起

こす大雨や短時間強雨の回数が増加しており、激甚化する災害に備えて、災害に強い都市交通イ

ンフラの形成が必要となります。 
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第４章 目指す将来像 

本計画では、以下に示す観点から、基本理念を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本理念の設定方針】 

・本計画は、上位計画と連携・整合を図りながら、持続可能な集約型都市構造への

転換を引き続き目指すこととし、豊橋市都市交通計画2016-2025の基本理念を受

け継ぐことを基本とします。 

・現在、人口減少や少子化・高齢化が進行する中で都市構造に応じた公共交通ネ

ットワークの形成を図り多様な交通手段を誰もが使えるということが必要とな

ります。 

・人々の外出が低下する中で、公共交通の利用者の減少や担い手不足の危機に直

面しており、都市交通の機能を維持するためには、行政、市民、事業者及び交通

事業者の相互協力により過度に自家用車に頼らない意識への転換が必要となり

ます。 

・都市拠点や地域拠点等へのアクセスを向上させることで、人とまちがつながり

にぎわいの創出や自由に交流できる都市交通体系を目指すことを前面に出した

基本理念とします。 
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第５章 豊橋市の都市交通戦略 

1. 基本方針と目標 

基本理念に基づき、基本方針と目標を定め都市交通課題に対応します。 

 

 

図 5-1 課題に対応した基本方針と目標 
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2. 基本方針・目標の基本的な考え方 

ここでは、基本理念の実現と本市の抱える都市交通課題の解決に向け設定した基本方針と目標の

基本的な考え方について示します。 

 

2.1 【基本方針１】安全・安心で快適に移動できる交通づくり 

交通は、安全で、安心して誰もが移動できる状況にすることが重要となります。公共交通ネットワーク

の形成や交通結節機能の充実により、自家用車だけに頼らず移動できる交通体系を構築するとともに、

安全・安心に加え、災害に耐え得る、快適に移動できる質の高い交通づくりを、交通事業者と関係する

行政機関が一体となって進めていく必要があります。 

集約型都市構造への転換を図るため、公共交通幹線軸の速達性や定時性などを維持するとともに、

交通結節機能の充実を図ることにより、安全で安心して移動できる交通環境を整えます。また、自動運

転技術やＭａａＳなど新技術を活用しながら、情報提供の充実、ビッグデータの活用などにより、利便性

の高い交通環境の実現を目指します。 
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2.2 【基本方針２】まちの魅力・にぎわいを創出する交通づくり 

インターネット通信販売市場の拡大やテレワークの普及など人々のライフスタイルや価値観

が多様化する中、外出機会の減少などにより、まちのにぎわいや活力の衰退が懸念されます。都

市拠点や地域拠点を中心とした人々の交流を促進するため、公共交通ネットワークの形成や拠点

への多様なアクセス性の向上により、誰もがまちなかや地域拠点に行きやすい交通環境を実現す

ることで、まちのにぎわい創出や魅力向上を目指していきます。 

また、多目的屋内施設は、市民利用から興行利用まで幅広い利用形態を想定しており、多数の

来場者が見込まれていることから、多様な交通手段によるまちなかの交通環境向上をはじめ、過

度に自家用車に頼らない交通行動を促すことで、まちなかの回遊性向上やにぎわいを創出します。 
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2.3 【基本方針３】みんなで支え育む持続可能な交通づくり 

人口減少の進行やコロナ禍を契機とする交通行動や需要の変化などにより、公共交通を取り巻

く状況はこれまで以上に厳しくなっています。公共交通の利用環境を整えるだけでなく、過度に

自家用車に頼らない意識の転換により、行政、市民、事業者及び交通事業者が公共交通をともに

支え育むことが必要です。 

また、環境問題の深刻化は、引き続き重要な課題であり、二酸化炭素排出量の削減に努める必

要があります。過度な自家用車利用は、交通渋滞の発生や交通事故の増加が懸念されることに加

え、歩く機会の減少による健康面への影響も考えられます。これらの課題に対応するため、公共

交通や徒歩・自転車といった環境負荷の少ない移動手段の利用促進を通じて、環境負荷軽減だけ

でなく、交通安全や健康増進等に寄与する交通行動を促すことで、持続可能な交通環境を実現し

ます。 
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3. 将来における都市交通体系 

3.1 目指すべき都市交通体系の姿 

本市では、人口減少や少子化・高齢化の進行等の社会情勢の変化に対応し、持続可能な都市経営

を行うため、集約型都市構造への転換を進めています。拠点や主要な都市施設を結ぶ高度なサービ

ス水準が確保された公共交通幹線軸の維持・充実を図ることでまとまりのある都市づくりを進めま

す。  

また、交通結節点への支線公共交通やアクセス交通を維持・確保することで、誰もが安全・安心

に利用できる公共交通ネットワークを形成します。 

さらに、自動車交通の円滑化のための幹線道路ネットワークや、近距離(おおむね 5km 以内)の移

動における重要な交通手段である自転車の安全・快適利用のためのネットワークも形成します。 

都市交通体系の実現に向けて、市内外での人の流れもあることから、関係自治体や交通事業者等

とも連携を図っていきます。 

 

図 5-2 将来都市交通体系  
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3.2 交通軸と交通結節点の考え方 

都市計画マスタープランの目標像の１つに掲げられている「快適に暮らせるやさしいまち」の姿

は、自家用車に過度に頼らなくても、拠点や生活圏に応じた過ごし方、暮らし方ができるまちを目

指すこととしています。高度な都市機能が集積した都市拠点と、生活圏ごとに日常生活機能がバラ

ンスよく配置された地域拠点を中心とした、集約化されたまとまりのある市街地を形成するもので

す。 

まとまりのある都市づくりの実現には、都市拠点と地域拠点などを結ぶ公共交通幹線軸や拠点周

辺地域から各拠点への支線公共交通・アクセス交通の形成及び交通結節機能を高めることで実現し

ていきます。 

ここでは、交通軸と交通結節点の考え方を整理しています。 

 

 

図 5-3 公共交通幹線軸と交通結節点のイメージ 

 

交通軸の考え方 

①公共交通 

公共交通幹線軸は、バスや鉄道など、高いサービス水準と速達性、定時性を持つ利便性の高い幹

線的な公共交通で、市外との往来に対応する広域幹線と都市拠点と地域拠点などを結ぶ市内幹線で

構築します。公共交通幹線軸として、ピーク時間帯を中心に３本/時以上の運行本数と午前６時から午

後 10 時台までの運行の確保を目指します。 

支線公共交通は、公共交通幹線軸を補完し、一団の住宅地や主要施設などと交通結節点とを結び、

日常生活に対応できるサービス水準を確保した路線として構築します。 

アクセス交通は、鉄道駅といった最寄りの交通結節点などにアクセスするための日常的な移動手段

になります。  
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②幹線道路・その他道路 

自動車交通については、通過交通や地域間交通などの比較的長い移動の交通を分担する主要幹

線道路、効果的に主要幹線道路に誘導するなどの都市幹線道路、市街地の幹線的機能を果たす地区

幹線道路により、広域交通と市内交通を円滑に処理します。 

自動車の安全かつ円滑な通行が主目的であった道路空間の利活用ニーズは、近年、人中心の道

路利活用ニーズに加え、自動運転やパーソナルモビリティなどの出現により、従来にも増して多様化し

ています。徒歩、自転車交通については、安全でより快適に移動できる通行空間を設け、良好な交通

環境を構築するとともに、まちなかにおいては、居心地がよく歩きたくなる空間の形成を進めていく必

要があります。 

 

交通結節点の考え方 

交通結節点とは、異なる交通手段又は同じ交通手段を相互に連絡す

る乗換えを行うことができる場所です。公共交通と徒歩、自転車、自家用

車やシェアモビリティなどとの円滑で利便性の高い乗換機能を有し快適

で待ちやすい環境を創出する必要があります。 

都市拠点や地域拠点における交通結節点の機能の充実を図るほか、

拠点以外の交通結節点においてもそれぞれの必要な機能に応じた整備

により、シェアモビリティ、サイクル&ライド、パーク&ライドなどの多様なア

クセス手段による利用しやすい環境が望まれます。 

 

 

 

 

 

都市拠点とは 

 鉄道や路面電車、路線バスなどの利便性の高い公共交通が集中している豊橋駅周辺における、

商業施設、医療施設、福祉施設、金融施設、行政施設といった高度で多様な都市サービスを享

受できる広域的な都市機能の集積及び多様な世代やライフスタイルに応じた居住と雇用の場

を確保する、にぎわいと活気のある東三河の中心拠点。 

 

地域拠点とは 

（市街化区域） 

 南栄駅周辺、二川駅周辺、井原停留場周辺及び藤沢町周辺における、店舗や病院、銀行など

日常生活に必要な都市機能の集積を高め、市街地内の生活圏の中心となる拠点。 

 

（市街化調整区域） 

 大清水駅周辺、和田辻停留所周辺における、交通結節機能や施設を活かし、日用品を扱う店

舗や病院など身近な都市機能の維持を図り、市街化調整区域の生活圏の中心となる拠点。 

 

  

図 5-4 交通結節点のイメージ 

【拠点について】 
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4. 交通モードの基本的な考え方 

4.1 交通モード等の果たすべき役割 

将来における都市交通体系を実現するためには交通モード等の役割を明確化することが重要で

す。 

交通モード等が果たすべき役割を木になぞらえ、以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 5-5 交通モード等の役割イメージ 
 

表 5-1 交通モード等の役割概要 

“幹” 

となる交通 

鉄道 

大量輸送性、速達性、定時性に優れ、長距離の移動において効

率的な交通手段として、広域及び市内の都市拠点と地域拠点を

つなぐ公共交通幹線軸です。 

路面電車 

路線バスと比較し、運行頻度や輸送力が高く、定時性に優れて

おり、市民の日常的な移動を支える交通手段です。本市東部方

面の公共交通幹線軸であり、本市の地域資源にもなっていま

す。 

路線バス 

比較的自由に路線を設定でき、多くの利用者を効率的に輸送で

きる交通手段です。拠点を結ぶ公共交通幹線軸や面的な公共交

通ネットワークとなる支線公共交通の役割を担います。 

“枝” 

となる交通 

“葉” 

となる交通 

「地域生活」バス 

・タクシー(コミュニティ

バス) 

交通事業者による従来の乗合型公共交通サービスの運行が難

しい地域において、地域住民が主体となり、交通事業者、行政

が連携して日常の移動手段として確保する公共交通です。 

タクシー 
利用者のニーズに合わせて希望する時間にドア・ツー・ドアで

移動ができる交通手段です。 

特定のニーズに対応 

した移動サービス 

特定の移動ニーズに対して、事業者や地域住民等が主体となっ

て運営する交通手段です。 

その他の移動手段 
徒歩、自転車、パーソナルモビリティなどの多様な移動手段で

す。 

生息を支える 

“土壌” 

行政・市民・事業者 

・交通事業者 

みんなで連携して交通面からまちづくりを推進し、公共交通を

ともに支え育みます。 
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4.2 交通モードにおける取組の基本的な考え方 

(1)鉄道 

鉄道は、大量輸送性、速達性、定時性に優れ、長距離の移動において効率的な交通手段です。本

市では、東海道新幹線、東海道本線、飯田線及び名古屋本線が都市間や隣接市など、主に広域的な

移動を担い、渥美線は田原市との移動や市南西部地域の市内間移動を支える役割を担っています。

これらは、広域及び市内の都市拠点と地域拠点をつなぐ公共交通幹線軸の一部を形成しており、高

いサービス水準が確保され、主要駅のバリアフリー化や交通系 IC カードの導入など、利便性向上に

向けた様々な取組が行われてきました。 

今後も集約型都市構造の実現や、過度な自家用車利用からの転換を促進するため、路線やサービ

スを維持し、更なる利便性を向上するとともに、誰もが安心して利用できる環境を構築することが重

要です。 

一方で、渥美線は、人口減少・少子化の進行などから、今後大幅な利用者の増加が見込みにくい状

況です。しかし、通勤、通学などにより多くの市民の日常生活に無くてはならない公共交通であること

から、サービス水準の維持を図る必要があります。 

また、現在工事が進められているリニア中央新幹線の開業を見据え、広域的な移動の需要に応じ

た利便性向上に向けた取組を進めて必要があります。 

 

(2)路面電車 

路面電車は、路線バスと比較し、運行頻度や輸送力が高く、定時性に優れており、市民の日常的な

移動を支える交通手段です。 

路面電車は、豊橋駅東口駅前広場に直接乗り入れるほか、中心市街地の道路を走ることからも、ま

ちのにぎわい創出や回遊性向上に寄与する本市東部方面の公共交通幹線軸となっています。 

一方で、競輪場前停留場より終点側が単線であることや、交通信号の制約を受けることから、輸送

力や速達性が十分に発揮できておらず、ピーク時では車内混雑につながっています。また、道路幅員

が十分でないため、バリアフリー化されていない狭小な停留場が残っており、安全で快適な待合環境

が確保できていない状況にもあります。 

さらに、東田坂上停留場より終点側では、損傷が目立つ軌道敷が多く、乗り心地や歩行者等の交差

点横断に不便な状況となっていることや、井原交差点の軌道の急曲線により、通行できない車両があ

ることから、今後の軌道や車両の更新も見据えた対応が求められています。 

このような状況の中、施設や車両などの老朽化による施設更新費用の増加に加え、利用者の減少

が見込まれることから、今後、交通事業者だけでは現行のサービスを維持することが難しくなる懸念

があります。 

本市の路面電車は、市東部方面の幹線的な公共交通という役割があるだけでなく、東海地方で唯

一の路面電車として、市民や来訪者に魅力を感じてもらえる公共交通として市の地域資源となってい

ることから、行政が適切に関与し、維持・活性化を図っていくことが必要です。 

また、市民の日常生活の移動手段として守り、まちのにぎわいと活力を創出する、魅力ある施設と

するためには、行政や沿線地域などが連携し、沿線まちづくりを踏まえた取組を進めることが重要とな

ります。 
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路線バス 

路線バスは比較的自由に路線を設定でき、多くの利用者を効率的に輸送できる交通手段です

が、道路の混雑や渋滞の影響を受けやすいため、定時性が損なわれるといった側面もあります。

本市では、通勤・通学や、自家用車を運転できない高齢者などの日常の移動手段として利用され

ていますが、利用者の減少や運転士不足により、路線の廃止やサービス水準の低下が進んでき

ました。 

路線バスは本市の公共交通ネットワークの形成に欠かすことのできない交通手段であるため、

利便性の維持・向上を図ることが求められます。 

拠点を結ぶ路線は、鉄道や路面電車とともに公共交通幹線軸としての重要な役割が期待され

ることから、幹線として必要な運行頻度や時間帯などを確保し、利便性の高い交通とすること

が求められます。また、面的な公共交通ネットワークを展開していくため、需要と地域特性に応

じた支線公共交通となる路線バスを維持していく必要があります。 

路線バスの利用者の減少が予測されることから、現在の路線やサービス水準の維持が難しく

なることが懸念されており、自動運転技術やＩＣＴなどの新技術を活用した取組を進めるとと

もに、利用促進を行う必要があります。 

また、2025(令和７)年から交通系ＩＣカードの利用が可能となり、利便性が向上した一方で、

更なる利用者の増加に向け、行政、交通事業者、地域住民が連携し、地域の特性に合わせた利用

促進を進める必要があります。 

 

「地域生活」バス・タクシー(コミュニティバス) 

コミュニティバスは、交通事業者による従来の乗合型公共交通サービスの運行が難しい地域にお

いて、地域住民が主体となり、交通事業者、行政が連携して日常の移動手段として確保する公共交通

であり、鉄道駅などの交通結節点や買い物、通院、通勤、通学などの移動をサポートしています。 

持続的な運行に向けて、利用者や地域住民のニーズに合わせた運行を行い、地域の運営団体と運

行事業者、行政が連携して利用の促進に取り組んでいくことが重要となります。 

 

タクシー 

タクシーは、移動距離に応じた運賃を支払うことで、利用者のニーズに合わせて希望する時間にド

ア・ツー・ドアで移動ができる交通手段です。 

市民や来訪者の多様なニーズに対応でき、特に鉄道やバスが運行していない早朝や深夜の時間帯、

高齢者や障害者といった歩行に制約がある方にとって、欠かすことができない移動手段となっていま

す。 

今後も幅広い目的の移動に対応していくためには、行政などとの連携によって、より利用しやすい

環境を整えていくことが求められています。 
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特定のニーズに対応した移動サービス 

福祉タクシーやスクールバス、企業バス、地域住民による移動サービス等は、公共交通とは異なり、

特定の移動ニーズに対して、事業者や地域住民等が主体となって運営する交通手段です。 

高齢者や障害者など、移動にサポートを必要とする方や、事業者、地域住民など、特定の細かなニ

ーズに対して、運営主体が自ら移動を支えることで、幅広いニーズに対応していくことが可能となりま

す。 

 

その他の移動手段 

徒歩や自転車、パーソナルモビリティなど多様な移動手段を選ぶことができ、誰もが気軽に移動で

きる環境を整えることが重要です。 

サイクル＆ライドやパーク＆ライドなどにより公共交通と結節機能を強化することで、便利で快適な

移動環境の実現につながります。また、公共交通と共存し、安全で快適に移動できる道路空間を整備

することで、ウォーカブルなまちづくりを目指します。 

 

4.3 行政・市民・事業者・交通事業者における取組の基本的な考え方 

(１)行政 

市民、事業者及び交通事業者の参画及び協働の下、公共交通の維持及び活性化を可能とするまち

づくりの推進を図るため、公共交通の利便性の向上、維持及び利用促進に関する施策を立案し、実施

します。また、市民、事業者、交通事業者、周辺市町村及び交通事業者が組織する団体その他の関係

機関の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めるものとします。 

 

(２)市民 

公共交通への理解及び関心を深めるとともに、過度に自家用車に頼ることなく、公共交通の積極的

な利用や行政、事業者及び交通事業者が実施する公共交通の維持及び利用促進に関する施策に協

力するよう努めるものとします。 

 

(３)事業者 

事業活動に伴う移動又は従業員の通勤における公共交通の利用を促進するとともに、従業員に対

し、過度に自動車に頼らない意識の変化を促し、行政、市民及び交通事業者が実施する公共交通の

維持及び利用促進に関する施策に協力するよう努めるものとします。 

 

(４)交通事業者 

市民及び事業者の意向を十分に把握し、効率的な事業運営に反映させるとともに、交通事業者とし

ての社会的な役割を認識した上で、公共交通の利便性を向上させ、行政、市民及び事業者に対し、公

共交通の利便性の向上に関する情報を積極的に提供し、その利用を促進するよう努めるものとします。

また、行政、市民及び事業者が実施する公共交通の維持及び利用促進に関する施策に協力するよう

努めるものとします。 
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第６章 計画の評価指標 

1. 計画全体の評価 

基本理念に基づく基本方針の達成度を評価するため、計画全体の評価指標を以下のとおり設定し

ます。 

 

 

 
図 6-1 計画全体の評価指標 
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2. 個別評価指標 

 基本方針及び目標を適切に評価するための個別評価指標として、以下のとおり設定します。 

 

  図 6-2 個別評価指標 
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第７章 将来像の実現に向けて 

1. 目標を達成するための施策 

基本方針に基づいた目標の実現に向け、取り組むべき施策は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 施策体系図  
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2. 施策に紐づく事業 

施策に紐づく主な事業は、以下のとおりです。 

基本方針１ 安全・安心で快適に移動できる交通づくり 

目標１－１ 公共交通幹線軸の維持及び交通結節機能を充実する 

施策 1-1-1 公共交通幹線軸の維持     課題１ 課題２ 課題３ 課題４ 課題７ 課題８ 

事業概要 

(１) 公共交通幹線軸の交通サービス水準の維持・充実 

・平時・イベント時における利用実態調査などを踏まえ、移動の需要に応じた適切な運行

時間帯や運行本数の再編・見直しの検討を行い、公共交通幹線軸の交通サービス水準の

維持・充実を図ります。 

(２) 路面電車軌道敷の維持・改修 

・路面電車の安全・安心な運行を維持するため、老朽化する軌道敷の改修を促進します。 

(３) 路面電車・渥美線施設の更新 

・路面電車や渥美線の安全・安心な運行を維持するため、車両や電路・信号保安設備等の

施設の改修計画を作成し、老朽化する施設の更新を促進します。 

(４) 渥美線施設の耐震化 

・災害に強い環境整備のため、渥美線橋梁の耐震化を促進します。 

 

施策 1-1-2 交通結節機能の強化                       課題１ 課題４ 

事業概要 

(１) 円滑な乗換施設の整備 

・路面電車と路線バス等をつなぐ交通結節点となる赤岩口停留場や大清水駅などの乗換

環境の整備について検討を進めます。 

・豊橋駅東口駅前において、交通結節機能の充実や乗換え時間の短縮など、乗換環境の向

上に向けた検討を行います。 

(２) パーク＆ライド駐車場、サイクル＆ライド駐輪場の整備 

・鉄道、路面電車、路線バスを利用しやすい環境づくりとして、パーク＆ライドやサイク

ル＆ライドのための駐車場や駐輪場の整備に取り組みます。 

・停留場や駅周辺の商業施設、公共施設等と連携した施設駐車場の活用について検討を

進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【老朽化した軌道敷の改修】 事例紹介 

▲軌道敷改修前 ▲軌道敷改修後 

路面電車の安全・安定輸

送と軌道敷を横断する通

行者の安全を確保するた

め、老朽化した軌道敷の

改修を行っています。 
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目標１－２ 利便性の高い交通環境を実現する 

施策 1-2-1 利用しやすい環境の構築                     課題１ 課題４ 

事業概要 

(１) 待合環境の向上 

・駅や停留場、バス停の待合施設の利用環境の向上として、Wi-Fi 機器の設置などにつ

いて促進します。 

・東田停留場の乗降環境の向上に取り組みます。 

(２) 利用しやすい運賃制度の拡充 

・既存の乗継割引やまちなかの店舗と連携したサービスの拡充及び周知を図るとともに、

新たな割引サービスなど公共交通を利用しやすい割引制度の導入を目指します。 

・ゾーン制運賃や新たな企画券の導入等、公共交通を利用しやすい運賃制度について検

討します。 

(３) タクシーの利便性向上 

・公共交通を利用する在住外国人やインバウンドに対応する多言語対応のサービスやタ

クシー配車アプリの充実など、多様な人が利用しやすい環境を促進します。 

・タクシー乗り場の需要に応じた環境整備に取り組みます。 

 

施策 1-2-2 交通ＤＸの推進                 課題１ 課題３ 課題４ 課題６ 

事業概要 

(１) ＭａａＳの推進 

・多様な交通サービスを「１つのサービス」として利用できるＭａａＳ(Mobility as a 

Service)について、サービス拡充を図り、シームレスな地域間の移動に取り組みます。 

・タクシー配車アプリ、シェアサイクル、バスロケーションシステム等の交通に関するデ

ジタルサービスの拡充を促進します。また、新たなサービスについても、情報の収集・ 

活用に努めます。 

(２)  自動運転技術の活用 

・慢性的な運転士不足の対応として、自動運転バス(レベル４)の社会実装を目指します。 

(３)  ビッグデータの活用 

・公共交通の運行の最適化や地域の活性化などの取組に関して、交通系 IC カードによる

利用実態データや位置情報システムによる運行情報等のデータを活用します。 

(４)  キャッシュレス決済の普及促進 

・利便性の向上を目的とし、交通事業者による交通系 IC カードやコミュニティバスのキ

ャッシュレス決済を導入してきました。今後も、決済方法の変化を捉えながら、必要に

応じて利便性の高いシステムの導入や普及を促進します。 

(５) 公共交通に関する分かりやすい情報提供 

・公共交通の運行情報や乗換案内、沿線施設に関する情報について、デジタルサイネージ

などを活用したわかりやすい情報提供に取り組みます。 

・停留場やバス停などのナンバリング・行先表示の統一化を促進します。 

・在住外国人やインバウンドに対応した多言語案内、市外から訪れた方でもわかりやす

い案内方法などの情報提供の充実に取り組みます。 
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施策 1-2-3 安全で円滑な交通環境の構築           課題１ 課題３ 課題４ 課題８ 

事業概要 

(１) 駅・停留場などのバリアフリー化 

・渥美線・路面電車を誰もが安心して利用できるように駅や停留場のバリアフリー化を

促進します。 

バリアフリー整備を中心とした結節点機能の向上を図る駅：高師駅など 

バリアフリー化による改修を図る駅：愛知大学前駅など 

・低床車両の路面電車やバス、ユニバーサルデザインタクシーといったバリアフリー車

両の導入・更新を促進します。 

・交差点を歩行者や自転車等が安全に横断できるよう軌道敷の段差解消に取り組みます。 

(２) 渋滞緩和につながる幹線道路の整備 

・公共交通による移動の定時性を確保するほか、市内の交通渋滞の解消に向け、未整備の

都市計画道路の整備を推進します。 

(３) 公共交通優先システムの導入(信号制御など) 

・公共交通が交通混雑の影響を受けずに運行できるように、公共交通優先の信号制御シ

ステムの導入に向けた検討を行います。 

・公共交通が交通混雑の影響を受けずに運行できるように公共交通優先レーンの維持・

拡充の検討を進めます。また、既存の路線バス優先レーンを自家用車が走行することに

よる定時性・速達性の低下に関して、調査・検証し、対応策を検討します。 

(４) 生活道路の安全対策 

・生活道路における歩行者等の安全を確保するために、自動車の速度抑制対策などの交

通安全対策を推進します。 

(５) 自転車ネットワークの整備推進 

・自転車の安全な走行空間の確保のため、自転車ネットワークの整備を推進します。 

 

 

 

 

 

  

【バリアフリー車両の導入】 事例紹介 

▲全面低床電車「ほっトラム」 ▲ノンステップバス ▲ユニバーサルデザインタクシー(右上)と利用状況(下) 

交通事業者では、誰もが安心して利用できる 

ようバリアフリー車両を導入しています。 

【東三河 MaaS「いこまい」】 事例紹介 

東三河地域の実情に応じた移動手段の確保や、

周遊・交流の促進による地域活性化等に向け

て、東三河 MaaS「いこまい」を展開していま

す。出発地から目的地までの移動に対し、様々

な移動手段・サービスを組み合わせて１つの移

動サービスとして利用できます。 ▲サービス画面イメージ 

▲
 

利
用
促
進
ポ 
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基本方針２ まちの魅力・にぎわいを創出する交通づくり 

目標２－１ まちづくり施策と連携した公共交通ネットワークを形成する 

施策 2-1-1 まちづくり施策との連携      課題１ 課題２ 課題３ 課題４ 課題５ 

事業概要 

(１) 居住誘導施策との連携 

・豊橋市立地適正化計画における居住誘導施策と連携し、「歩いて暮らせるまち区域」へ

の公共交通の利用サービス等を検討し、交通の面から居住の誘導を推進します。 

(２) ウォーカブルなまちづくりとの連携 

・滞留空間の創出や歩行空間を効果的に活用することにより、居心地がよく歩きたくな

る空間の形成を図ります。 

・公共交通の利用環境の向上を図るため、トランジットモール化の検討を行います。 

(３) 公共施設等へ行きやすい環境の整備 

・医療、商業、福祉などの都市機能となる施設への公共交通によるアクセス性確保へ努め

るなど、まちづくり施策と連携した交通ネットワークを形成します。 

(４) 豊橋駅西口駅前広場の再整備 

・豊橋駅西口駅前地区において、安全性の確保や交通結節点としての利便性を向上する

ため、駅前広場の再整備の検討を進めます。 

(５) 多目的屋内施設の開業に伴う交通環境の向上 

・多目的屋内施設の開業に伴う路面電車での多客輸送の対応として、臨時での増便や施

設周辺の停留場の乗降環境の改善を図ります。 

・多目的屋内施設での興行時において、来場者の移動手段の分散化を図るため、公共交通

や自転車、徒歩で移動しやすい環境づくりを推進します。 

・多目的屋内施設での興行時において、企画乗車券や割引クーポン券等による公共交通

の利用を促進するとともに、まちなかでの飲食や交流を促すことでまちなかのにぎわ

いや回遊性の向上を目指します。 

 

施策 2-1-2 公共交通ネットワークの形成                   課題１ 課題４ 

事業概要 

(１) 路線バスの維持 

・地域住民の生活上必要な路線において、輸送人員の減少等により、交通事業者による運

行の継続が困難であるものについては、運行に係る経費を支援し、路線の維持を図りま

す。 

(２) コミュニティバスの維持・確保 

・コミュニティバスは、地域住民の日常の移動や交通結節点などを結ぶ重要な移動手段

であるため、運行に係る経費について支援し、路線の維持を図ります。また、必要に応

じて、運行日時や路線の見直しを行います。 

・公共交通の利用が困難な地域では、地域特性や地域からの要望や意見を把握し、コミュ

ニティバスの運行の実現に向けて、地域や交通事業者と連携を図ります。 

(３) 公共交通ネットワークの再編 

・交通系 IC カード、アンケートや統計調査などのデータを活用により、必要に応じ地域

公共交通利便増進計画を作成し、公共交通ネットワークの効率化や利便性向上に向け

た再編・見直しを検討します。 
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目標２－２ まちなかや地域拠点に行きやすい交通環境を実現する 

施策 2-2-1 多様なアクセス性の向上             課題１ 課題２ 課題４ 課題５ 

事業概要 

(１) シェアモビリティサービスとの連携 

・公共交通の補完や回遊性向上の効果が期待されるシェアサイクルの利用を促進します。 

・パーソナルモビリティなどの新たなシェアモビリティサービスの導入について検討し

ます。 

(２) 公共交通の自転車持込みサービスの充実 

・自転車施策やシェアサイクル事業などと連携し、サイクルトレインの拡充やサイクル

バス等の導入の検討を進めます。 

 
 

  

【渥美線サイクルトレイン】 事例紹介 

サイクルトレインは、自転車を解体したりすることなく、鉄道の

車内にそのまま持ち込むことができるサービスです。公共交通と

自転車を組み合わせることで、行動範囲をより拡大するとともに

公共交通の利用の促進につながることが期待されます。 

▲ホーム床面ステッカー 

▲渥美半島サイクリングコース          ▲利用促進ポスター 

【公共交通ネットワークの再編】 事例紹介 

2025(令和７)年３月に利用者のニ

ーズに対応し、技科大線を道の駅

とよはしまで延伸しました。 

路線バスに導入した交通系 ICカー

ドの利用データを分析し、公共交

通ネットワークの再編・見直しを

することで更なる利便性の向上が

期待されます。 

▲路線バス延伸のチラシ    ▲交通系 IC カード導入のチラシ 
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施策 2-2-2 交通環境の魅力向上                      課題１ 課題２ 課題４ 

事業概要 

(１) 路面電車・渥美線の魅力向上 

・景観の向上につながる上屋やベンチなどの整備により、駅や停留場の魅力向上を促進

します。                                  

・フォトコンテストや多様なメディアを活用した情報発信等を通じて、本市の特色ある

地域資源の路面電車のイメージアップを図ります。 

(２) 公共交通の付加価値の向上 

・路面電車に乗るきっかけを創出するため、関係団体や沿線事業者等との連携を図り、企

画電車の運行を促進します。 

・公共交通を活用した観光コースの提案や路面電車のラッピングによる付加価値向上等

の新たな観光商品としての造成を図ります。 

・公共交通の施設や車両の企業広告について、公共交通ごとのデザインルールを設け、魅

力ある景観の創出に取り組みます。 

(３) 子育て世帯が利用したくなる環境整備 

・とよはし子育て応援バス・電車、絵本の駅等の取組により、子育て世帯の公共交通の利

用促進を図ります。 

 

 

 

 

  

子育て世帯が気軽に安心して利用できる公共交通の環境づくりを目指し、渥美線・路面電車・路線

バスの車両に子育て応援ステッカーを貼付しています。また、幼い頃から公共交通に愛着を持ち、

身近に感じてもらうことを目的に、渥美線の駅などに絵本の駅を設置する取組や渥美線の車内にラ

ッピングを行っています。 

【とよはし子育て応援バス・電車、絵本の駅】 事例紹介 

▲子育て応援ステッカー                     ▲子育て応援バス車内             

     ▲絵本の駅チラシ                          ▲渥美線車内ラッピング 
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基本方針３ みんなで支え育む持続可能な交通づくり 

目標３－１ 行政、市民、事業者及び交通事業者の相互協力により自家用車に頼らない意識の転換

を図り公共交通を維持する 

施策 3-1-1 市民の公共交通利用意識の醸成                    課題５ 課題７ 

事業概要 

(１) 「豊橋市の公共交通をともに支え育む条例」の周知 

・「豊橋市の公共交通をともに支え育む条例」の普及・浸透を図るため、各種イベント等

へ参加するほか、市内の大学生等と協力して周遊マップを制作するなどにより条例の

周知を図ります。 

(２) 多様な交通をかしこく使い分ける意識の醸成 

・官民連携等を図りながら、モビリティ・マネジメントにより、公共交通をはじめ、徒歩

や自転車を目的や状況に合わせてかしこく使い分ける意識の醸成を図ります。 

・運転免許証自主返納者が公共交通を活用して移動を支えるきっかけを作るために、警察

等と連携し、公共交通の利用案内や助成券などの情報提供を行います。 

・入学の時期等に合わせて、地域の高校に出向いて定期券の販売を行うなどの取組により、

公共交通の利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【電車・バス沿線とよはし周遊 MAP】 事例紹介 

▲周遊マップ(表) 

公共交通を利用するきっかけとなるように、市内の大学生等と連携し「電車・バス沿線とよはし周遊

MAP」を制作しています。 

▲周遊マップ(裏) 

▲公共交通フェスタチラシ         ▲公共交通フェスタの様子 

【とよはし公共交通フェスタ】 事例紹介 

バス・鉄道・タクシーといった

公共交通に関する様々な企画を

通して、日頃の移動手段を見直

すきっかけを提供するため「と

よはし公共交通フェスタ」を開

催しました。 
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施策 3-1-2 官民連携による公共交通への支援         課題１ 課題２ 課題４ 課題６ 

事業概要 

(１) 運転士確保に向けた取組 

・外国人や就職氷河期世代など多様な人材の採用、移住者への居住支援、第二種免許の取

得支援等による運転士確保・育成を促進します。 

・運転体験会や会社説明会などによる運転士確保支援を推進します。 

(２) 新たな財源確保に向けた取組 

・ネーミングライツ、クラウドファンディング、広告収入、ふるさと寄附金など公共交通

の運行を支える新たな財源確保に取り組みます。 

(３) 交通事業者による個別事業への支援 

・交通事業者が利用者の多様なニーズに応じて提供するサービスについて、情報発信な

どにより支援します。 

(４) 路面電車の持続性の確保 

・路面電車の運行サービスの持続性を維持するため、上下分離方式やみなし上下分離方

式等の行政の適切な関与の検討を進めます。 

 

施策 3-1-3 地域住民等との連携による移動手段の維持・確保   課題１ 課題６ 課題８ 

事業概要 

(１) 地域住民等と連携した移動手段の運営 

・持続可能な地域公共交通ネットワークの維持に向け、従来の乗合型公共交通の運行が難

しい地域において運行するコミュニティバスについて、利用の促進策を実施する地域運

営団体を支援します。 

・地域の移動手段を確保するため、事業者のシャトルバスといった移動手段に市民が混乗

するような輸送資源の活用を推進します。 

(２) 共創による交通体系の構築 

・行政、市民、事業者及び交通事業者が連携し、新たな移動手段について検討します。 

(３) 災害に強い連携体制の構築 

・大規模な地震や風水害などの災害時において、公共交通ができる限り早期に復旧できる

よう、各事業者の事業継続計画(BCP)の適正な運用を促進します。また、災害時におけ

る交通情報等の情報共有体制の整理と強化を目指します。 

 

 

  

【「地域生活」バス・タクシーネーミングライツパートナー】 事例紹介 

▲ネーミングライツ愛称表示のデザイン      ▲東部東山線「やまびこ号」 

コミュニティバスの持続可能

な運行を図ることを目的とし

て、コミュニティバスの名称

に企業名等を付ける権利を取

得することができる制度で

す。 
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目標３－２ 交通安全、環境負荷軽減、健康増進等に寄与する交通行動を促し持続可能な 

交通環境を実現する 

施策 3-2-1 交通安全や健康に配慮したライフスタイルの推進       課題５ 課題７ 

事業概要 

(１) 交通安全教育の取組 

・日常での交通事故リスクを伝える交通安全教育などを通じて、交通行動の転換を図り

ます。 

(２) 公共交通を活用した外出促進 

・公共交通や徒歩、自転車を活用した外出の促進を図るために、公共交通をテーマとした

イベントの開催により公共交通の利用のきっかけづくりに努めます。 

・「誰でも気軽に参加できる」市民の健康づくりを応援する取組「とよはし健康マイレー

ジ」の活用を推進します。 

・高齢者や障害者が公共交通を活用して外出するきっかけを作るために、公共交通の助成

券により支援します。 

 

施策 3-2-2 脱炭素に向けた取組推進                     課題３  課題７ 

事業概要 

(１) 交通 GX の推進 

・ゼロカーボンシティの実現に向け、交通事業者に対して電気や燃料電池による車両の導

入を促進します。 

・導入した EV 車両について、災害時に非常用電源としての活用を促進します。 

(２) エコ通勤の推進 

・環境や健康への意識の変革を推進するため、通勤の際の移動手段を公共交通や徒歩・自

転車に転換するエコ通勤に取り組みます。 

・エコ通勤の更なる拡大を目指し、事業者へのエコ通勤の啓発活動を行います。 

 
 

 

  

【運転士確保支援事業】 事例紹介 

路線バスやタクシーといっ

た公共交通の運行を維持・

確保するため、豊橋のバス・

タクシー事業者での合同会

社説明会のほか、運転体験

会を開催し、運転士を目指

す方を支援する取組を実施

しています。 ▲運転体験会＆会社説明会チラシ ▲運転体験会の様子 
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3. 各事業の取組スケジュール 

基本方針１ 安全・安心で快適に移動できる交通づくり 

目標１－１ 公共交通幹線軸の維持及び交通結節機能を充実する 

施策 1-1-1 公共交通幹線軸の維持     課題１ 課題２ 課題３ 課題４ 課題７ 課題８ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 公共交通幹線軸の交通  

サービス水準の維持・充実 
行政、交通事業者(鉄軌道、バス)           

(２) 路面電車軌道敷の維持・ 

改修 
行政、交通事業者(軌道)            

(３) 路面電車・渥美線施設の 

更新 
行政、交通事業者(鉄軌道)            

(４) 渥美線施設の耐震化 行政、交通事業者(鉄道)            

 

施策 1-1-2 交通結節機能の強化                            課題１ 課題４  

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 円滑な乗換施設の整備 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ 

バス等地域運営団体、関係団体 

          

(２) パーク＆ライド駐車場、  

サイクル＆ライド駐輪場の

整備 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス)、関係団体 
          

 

目標１－２ 利便性の高い交通環境を実現する 

施策 1-2-1 利用しやすい環境の構築                     課題１ 課題４ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 待合環境の向上 行政、交通事業者(鉄軌道、バス)           

(２) 利用しやすい運賃制度の  

拡充 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ 

バス等地域運営団体 

          

(３) タクシーの利便性向上 行政、交通事業者(タクシー)           

  

 
実施 

 
検討 

 
実施 

 
検討 

 
実施 

 
検討 
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施策 1-2-2 交通ＤＸの推進                 課題１ 課題３ 課題４ 課題６ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) ＭａａＳの推進 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ

バス等地域運営団体、関係団体 

          

(２) 自動運転技術の活用 行政、交通事業者(バス)            

(３) ビッグデータの活用 
行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)  
          

(４) キャッシュレス決済の    

普及促進 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ

バス等地域運営団体 

          

(５) 公共交通に関する分かり  

やすい情報提供 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ 

バス等地域運営団体 

          

 

施策 1-2-3 安全で円滑な交通環境の構築           課題１ 課題３ 課題４ 課題８ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 駅・停留場などの 

バリアフリー化 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)  
          

(２) 渋滞緩和につながる   

幹線道路の整備 
行政           

(３) 公共交通優先システムの 

導入(信号制御など)  

行政、交通事業者(軌道、 

バス、タクシー)、警察 
          

(４) 生活道路の安全対策 行政、警察           

(５) 自転車ネットワークの  

整備推進 
行政、警察           

 

  

 
実施 

 
検討 

 
実施 

 
検討 
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基本方針２ まちの魅力・にぎわいを創出する交通づくり 

目標２－１ まちづくり施策と連携した公共交通ネットワークを形成する 

施策 2-1-1 まちづくり施策との連携      課題１ 課題２ 課題３ 課題４ 課題５ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 居住誘導施策との連携 行政           

(２) ウォーカブルなまちづくり 

との連携 

行政、交通事業者(軌道、バス、

タクシー)、関係団体 
          

(３) 公共施設等へ行きやすい環

境の整備 

行政、交通事業者(バス)、 

コミュニティバス等地域運営 

団体、関係団体 

          

(４) 豊橋駅西口駅前広場の    

再整備 

行政、交通事業者(バス、 

タクシー)、コミュニティバス等

地域運営団体、関係団体 

          

(５) 多目的屋内施設の開業に  

伴う交通環境の向上 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ

バス等地域運営団体、関係団体 

          

 

施策 2-1-2 公共交通ネットワークの形成                   課題１ 課題４ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 路線バスの維持 行政、交通事業者(バス)           

(２) コミュニティバスの   

維持・確保 

行政、コミュニティバス等 

地域運営団体、市民 
          

(３) 公共交通ネットワークの  

再編 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス)、コミュニティバス等 

地域運営団体 

          

 

目標２－２ まちなかや地域拠点に行きやすい交通環境を実現する 

施策 2-2-1 多様なアクセス性の向上             課題１ 課題２ 課題４ 課題５ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) シェアモビリティサービス

との連携 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス)、コミュニティバス等 

地域運営団体、事業者 

          

(２) 公共交通の自転車持込みサ

ービスの充実 
行政、交通事業者(鉄道、バス)           

 
実施 

 
検討 

 
実施 

 
検討 

 
実施 

 
検討 
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施策 2-2-2 交通環境の魅力向上                      課題１ 課題２ 課題４ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 路面電車・渥美線の   

魅力向上 
行政、交通事業者(鉄軌道)           

(２) 公共交通の付加価値の向上 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ

バス等地域運営団体、関係団体 

          

(３) 子育て世帯が利用したくな

る環境整備 
行政、交通事業者(鉄軌道、バス)           

 

基本方針３ みんなで支え育む持続可能な交通づくり 

目標３－１ 行政、市民、事業者及び交通事業者の相互協力により自家用車に頼らない意識の転

換を図り公共交通を維持する 

施策 3-1-1 市民の公共交通利用意識の醸成                     課題５ 課題７ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 「豊橋市の公共交通をとも

に支え育む条例」の周知 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ 

バス等地域運営団体、市民、 

関係団体 

          

(２) 多様な交通をかしこく使い

分ける意識の醸成 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ 

バス等地域運営団体、市民、 

事業者、警察、関係団体 

          

 

施策 3-1-2 官民連携による公共交通への支援         課題１ 課題２ 課題４ 課題６ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 運転士確保に向けた取組 
行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)  
          

(２) 新たな財源確保に向けた 

取組 

行政、交通事業者(鉄軌道、バ

ス、タクシー)、コミュニティバ

ス等地域運営団体、市民、事業者 

          

(３) 交通事業者による個別事業

への支援 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ 

バス等地域運営団体 

          

(４) 路面電車の持続性の確保 行政、交通事業者(軌道)            

 
実施 

 
検討 

 
実施 

 
検討 

 
実施 

 
検討 
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施策 3-1-3 地域住民等との連携による移動手段の維持・確保   課題１ 課題６ 課題８ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 地域住民等と連携した移動

手段の運営 

行政、交通事業者(タクシー)、 

コミュニティバス等地域運営 

団体、事業者 

          

(２) 共創による交通体系の構築 
行政、交通事業者(タクシー)、 

市民、事業者 
          

(３) 災害に強い連携体制の構築 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ 

バス等地域運営団体 

          

 

目標３－２ 交通安全、環境負荷軽減、健康増進等に寄与する交通行動を促し持続可能な 

交通環境を実現する 

施策 3-2-1 交通安全や健康に配慮したライフスタイルの推進         課題５ 課題７ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 交通安全教育の取組 行政、警察           

(２) 公共交通を活用した外出促

進 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ 

バス等地域運営団体 

          

 

施策 3-2-2 脱炭素に向けた取組推進                     課題３ 課題７ 

事業概要 実施主体 
取組年度(和暦)  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(１) 交通ＧＸの推進※ 

行政、交通事業者(鉄軌道、 

バス、タクシー)、コミュニティ 

バス等地域運営団体 

         
 

 

(２) エコ通勤の推進 行政、市民、事業者           

 

 

  

 
実施 

 
検討 

 
実施 

 
検討 

 
実施 

 
検討 
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第８章 計画の進行管理・推進体制等 

1. 進行管理 

本計画に位置づけた事業の着実な実行と目標の達成に向け、「豊橋市地域公共交通活性化推進協

議会」がＰＤＣＡサイクルによって以下のとおり進行管理を行います。 

 

■進行管理方法 

毎年、事業の進捗状況を把握し、各々の個別評価指標を確認します。中間年に当たる 2030(令

和 12)年には、計画の評価指標の達成状況を評価します。また、必要に応じて中間見直しを行

います。 

 

■豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

豊橋市を事務局とし、学識経験者、市民、交通事業者、道路管理者、行政機関（国・県）な

どによって構成され、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、本計画の実施

に関する連絡調整等を行います。 

 

■評価指標の確認 

  本計画では、計画全体の評価指標として「公共交通・自転車・徒歩の分担率」を設定してお

り、中京都市圏パーソントリップ調査の分析結果を基に計画の最終年度に評価します。計画の

進行を管理するため、計画全体の評価指標に紐づく６つの評価指標を設定し、達成状況を必要

な時期に確認・評価していきます。なお、評価に当たり、定期的に調査する既存統計などを活

用するほか、公共交通への公的資金投入額及び公共交通の収支率についても確認していきます。 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 PDCA サイクル 
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2. 推進体制 

本計画の推進にあたっては、行政が主体となる取組だけでなく、交通手段を選択・利用する市民・

事業者や、様々な交通サービスを提供する交通事業者が主体となる取組も多く、関係主体の協力が

不可欠です。各主体が現状の課題と果たすべき役割について共通認識を持ち、目標を達成するため

に協力体制を構築して取り組んでいきます。 

 

 

図 8-2 推進イメージ 

 

3. 他分野との連携 

公共交通は、市民や事業者の社会活動や経済活動といった人々の暮らしを支える生活サービスで

あり、交通分野以外にも医療、福祉、環境、教育、商業、観光など様々な分野と深く関連していま

す。公共交通を考える上では、これらの関連する分野における役割を明確にし、果たすべき機能を

踏まえた検討が不可欠です。 

人材や資源に限りある状況の中で、より効率的で持続可能な公共交通を実現するに当たっては、

関連する分野も含めた公共交通の役割や社会的価値を認識した上で、地域を支えるために必要な公

共交通を把握し、関連する分野と連携し、適切な役割分担の下、取組を推進していきます。 
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参考資料１ 豊橋市都市交通計画 2026-2035 策定経緯 

1. 豊橋市都市交通計画 2026-2035 策定経緯 

 

2. 豊橋市都市交通計画検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、豊橋市附属機関設置条例（令和６年度豊橋市条例第３号）第４条の規定に基

づき、本市が目指す基本理念（過度に自動車に依存しない都市交通体系の構築）と将来都市構造（集

約型都市構造）の実現に向けて取り組むための「都市・地域総合交通戦略」及び本市にとって望ま

しい地域旅客運送サービスの姿を明らかにするための「地域公共交通計画」を連携させた豊橋市都

市交通計画（以下「交通計画」）を策定することを目的とし、豊橋市都市交通計画検討委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事務を所掌する。  

（１）交通計画の策定に関する事務 

（２）その他委員会が必要と認める事務 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長、副委員長及び委員には、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となり、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長が不在のとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 別表１に掲げる委員の変更があったときは、遅滞なく、その旨を委員会に届け出なければなら

ない。 
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（任期） 

第４条 委員の任期は交通計画の策定までとする。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。委員会の会議は、

委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところに

よる。 

 

（作業部会） 

第６条 委員会に作業部会を設置する。 

２ 部会長、副部会長及び部会員には、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 部会長は、作業部会を招集し、会議の議長となり、会務を総理する。 

４ 副部会長は、部会長が不在のとき又は部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 作業部会の所掌事務は次のとおりとし、部会長は、委員会に検討結果等必要な資料を提出する。 

（１）都市交通計画の策定に関する調査及び検討  

（２）その他委員会又は作業部会が必要と認める事項 

６ 別表２に掲げる部会員の変更があったときは、遅滞なく、その旨を作業部会に届け出なければ

ならない。 

 

（意見の聴取） 

第７条 委員会及は、委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

 

（事務局） 

第８条 委員会及び作業部会の庶務は、事務局において処理する。 

２ 事務局は、豊橋市都市計画部都市交通課職員をもって組織する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関して必要な事項が生じた場

合は、別に定めることとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年８月９日から施行する。 

この要綱は、令和７年３月 21 日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 

氏名 職名 備考 

松本 幸正 名城大学 理工学部 社会基盤デザイン工学科 教授 委員長 

杉木 直 豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 教授 副委員長 

駒木 伸比古 愛知大学 地域政策学部 教授  

堀 裕樹 
国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 計画課 課

長 
 

原田 光一郎 
国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局  

首席運輸企画専門官 
 

青柳 克彦 愛知県 都市・交通局 都市計画課 課長  

森田 勇人 愛知県 都市・交通局 交通対策課 課長  

奥谷 敦史 愛知県 東三河建設事務所 維持管理課 課長  

木村 真司 豊橋警察署 交通課 課長  

井上 雅隆 
東海旅客鉄道株式会社 東海鉄道事業本部 管理部 企画課 

課長代理 
 

髙井 勇輔 名古屋鉄道株式会社 地域連携部 交通サービス担当 課長  

坂野 慎 豊橋鉄道株式会社 取締役 鉄道部 部長  

綿貫 琢也 豊鉄バス株式会社 常務取締役  

鈴木 英司 豊鉄タクシー株式会社 代表取締役社長  

小林 裕之 公益社団法人愛知県バス協会 専務理事  

青木 良浩 
豊橋タクシー協会 会長 

東海交通株式会社 代表取締役社長 
 

松下 裕紀 愛知県交通運輸産業労働組合協議会 幹事  

冨田 佳央 豊橋商工会議所 議員  

川本 恭久 豊橋自治連合会 副会長  

鈴木 佐和子 豊橋障害者(児)団体連合協議会 副会長  

黒野 有一郎 豊橋発展会連盟 会長  

朝倉 規幸 豊橋市老人クラブ連合会 副会長  

鈴木 真理子 豊橋女性団体連絡会 会員  

島村 喜一 豊橋市 副市長  

山本 高敬 豊橋市 建設部 部長  

金子 知永 豊橋市 都市計画部 部長  
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別表２（第６条関係） 

氏名 職名 備考 

松尾 幸二郎 豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 准教授 部会長 

大竹 宏昌 豊橋市 都市計画部 都市交通課 課長 副部会長 

河合 秀文 豊橋鉄道株式会社 総合企画部 次長  

野澤 幸正 豊鉄バス株式会社 バス営業部 乗合営業課長  

萩本 貴章 東海交通株式会社 営業管理グループ 次長  

岩原 誠 豊鉄タクシー株式会社 営業部 部長  

高橋 一嘉 豊橋警察署 交通課 係長  

林 真也 豊橋市 財務部 財政課 課長  

大林 美依 豊橋市 企画部 政策企画課 課長  

佐藤 靖浩 豊橋市 都市計画部 都市計画課 課長  

中村 紀彦 豊橋市 都市計画部 まちなか活性課 課長  

山下 雅史 豊橋市 建設部 土木管理課 課長  

浅井 清史 豊橋市 建設部 道路建設課 課長  

井上 知之 豊橋市 環境部 環境政策課 課長  

藤江 大光 豊橋市 産業部 観光プロモーション課 課長  

三ツ矢 耕己 豊橋市 福祉部 福祉政策課 課長  

大林 寿彦 豊橋市 福祉部 長寿介護課 課長  

中澤 浩英 豊橋市 福祉部 障害福祉課 課長  

堀江 幸子 豊橋市 こども未来部 子育て支援課 課長  

生駒 雄二 豊橋市 健康部 健康増進課 課長  
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参考資料２ 用語集 

【あ行】                                        

  ＩＣＴ 

 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの略。情報・通信に関連する技術の総

称。これまで使われてきた「ＩＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）」にコミュニケーションが具体的に

表現されている。 

  アクセス交通 

最寄りの交通結節点などにアクセスするための郊外部での日常的な移動手段のこと。例えば、徒

歩、自転車、コミュニティバス、タクシーなど。 

  歩いて暮らせるまち区域 

都市機能誘導区域又は各拠点へのアクセス性に優れた公共交通幹線軸沿線の居住誘導区域

内において、居住を積極的に誘導する区域。豊橋市立地適正化計画で定められている。 

【か行】                                        

  企業シャトルＢａａＳ 

豊橋市に隣接する静岡県湖西市において、市内の事業者の従業員送迎用シャトルバスを活用し

て、市民と従業員が混乗できるサービス。BaaS（バース）とは、「Bus」と、様々な移動手段をシーム

レスにつなぐ概念「MaaS（Mobility as a Service）」を掛け合わせた造語。 

  居住誘導区域 

人口密度を維持することにより、生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう、居

住を誘導する区域。豊橋市立地適正化計画で定められている。 

  公共交通幹線軸 

バスや鉄道など、高いサービス水準と速達性、定時性を持つ利便性の高い幹線的な公共交通で、

市外との往来に対応する広域幹線や、都市拠点と地域拠点などを結ぶ市内幹線の軸で構築される。 

  公共交通空白地 

公共交通の利用が不便な地域であり、鉄道駅あるいはバス停から一定距離以上離れた地域を

示す。豊橋市では、鉄道駅は半径 700ｍ、バス停（路面電車停留場含む）は半径 400ｍを超える

地域を指す。 

  交通結節機能、交通結節点 

異なる交通手段又は同じ交通手段を相互に連絡する乗換えを行うことができる機能。また、

その場所、施設。 

  交通手段分担率 

トリップ全体から、それぞれの交通手段がどれくらい利用されているかを示す割合。 

  コミュニティバス 

「「地域生活」バス・タクシー」を参照。 

【さ行】                                        

  サイクル＆ライド 

自宅から最寄りの駅やバス停まで自転車で行き、近くの駐輪場に駐車して、そこから鉄道やバス

などの公共交通を利用して目的地まで移動すること。 
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  サイクルトレイン・サイクルバス 

自転車を解体したりすることなく、鉄道やバスの車内にそのまま持ち込むことができるサービス。 

  ＧＸ 

化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム

全体を変革すべく、エネルギーの安定供給・経済成長・排出削減の同時実現を目指すこと。グリー

ン・トランスフォーメーション(green transformation)の略。 

交通ＧＸでは、車両電動化や再生可能エネルギーの地産地消の取組などが代表される。 

  シームレス 

「継ぎ目のない」の意味。公共交通分野におけるシームレス化とは、乗継ぎ等の交通機関間の

「継ぎ目」や交通ターミナル内の歩行や乗降に際しての「継ぎ目」をハード・ソフト両面にわたって解

消することにより、出発地から目的地までの移動を全体として円滑かつ利便性の高いものとするこ

と。 

  シェアモビリティ 

 自転車などの移動手段を複数の利用者が共有して利用できるサービス。公共交通の機能を補

完してラストワンマイルの移動を支えるとともに、観光振興や地域の活性化等に寄与する。 

  支線公共交通 

公共交通幹線軸を補完し、地域拠点と郊外部の住宅地や集落を結ぶ路線バスのこと。 

  自転車通行空間 

 自転車が通行するための道路又は道路の部分。 

  集約型都市構造 

 中心市街地や鉄道駅等の主要な交通結節点周辺等に各都市機能が集約され、それらの拠点や

生活圏、公共交通沿線に多くの人が居住するとともに、各拠点間のアクセス利便性が高い暮らしや

すい都市構造のこと。 

  上下分離方式・みなし上下分離方式 

上下分離方式は、公共交通の建設とその後の営業を別の主体が行うこと、若しくは、公共交通の

所有と営業を別の主体が行うことを指す。 

みなし上下分離方式は、実際には上下分離を行わないものの、公共主体が経費相当分を支援

することで交通事業者を支援する取組のこと。 

  ゾーン制運賃 

都市内をいくつかのゾーンに分類し、乗車してから下車するまでに通過するゾーンの数で運賃を

決める方式。 

【た行】                                        

  ＤＸ 

ICT 等が社会や組織、業務に浸透することによってもたらされる変革のこと。デジタルトランスフ

ォーメーション（ｄｉｇｉｔａｌ ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の略。 

交通ＤＸでは、自動運転や MaaS などデジタル技術の実装が代表される。 
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  代表交通手段 

１つのトリップでいくつかの交通手段を乗り換えた場合のその中の主な交通手段。本計画の主な

交通手段の集計上の優先順位は、鉄道、バス、タクシー、自家用車、自動二輪、自転車、徒歩の順

としている。 

  地域間幹線系統 

地域間交通ネットワークを形成する広域的なバス路線のこと。 

  地域拠点(市街化区域)  

南栄駅周辺、二川駅周辺、井原停留場周辺及び藤沢町周辺における、店舗や病院、銀行など日

常生活に必要な都市機能の集積を高め、市街地内の生活圏の中心となる拠点。 

  地域拠点(市街化調整区域)  

大清水駅周辺、和田辻停留所周辺における、交通結節機能や施設を活かし、日用品を扱う店舗

や病院など身近な都市機能の維持を図り、市街化調整区域の生活圏の中心となる拠点。 

  地域公共交通活性化推進協議会 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づき、地域公共交通計画の作成に関

する協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うことを目的に設置するもの。また、市民の日常生

活に必要な移動手段の確保に向け、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の

協議も行う。 

  地域内フィーダー系統 

広域的なバス路線である地域間幹線系統に対し、支線として接続して運行するバス路線としな

いのアクセス交通としての役割を持つコミュニティバスのこと。 

  「地域生活」バス・タクシー 

交通事業者による従来の乗合型公共交通の運行が難しい地域において、その地域住民が主体

となり、日常の移動手段として確保する乗合型の公共交通。 

  道路交通センサス 

道路計画のための基礎資料を得るための、自動車の動きの調査。 

  都市機能 

都市において生活を営む上で必要な機能。例えば「居住機能」「工業生産機能」「商業業務機能」

「行政機能」「文化機能」「レクリエーション機能」等のほか、「自然機能」や「農業機能」も都市機能に

含む。 

  都市機能誘導区域 

商業・医療・福祉等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これ

らの各種サービスの効率的な提供を図る区域。豊橋市立地適正化計画で定められている。 

  都市拠点 

鉄道や路面電車、路線バスなどの利便性の高い公共交通が集中している豊橋駅周辺における、

商業施設、医療施設、福祉施設、金融施設、行政施設といった高度で多様な都市サービスを享受

できる広域的な都市機能の集積及び多様な世代やライフスタイルに応じた居住と雇用の場を確保

する、にぎわいと活気のある東三河の中心拠点。 
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  トランジットモール 

中心市街地やメインストリートなどの商店街を、歩行空間（モール）として整備するとともに、バス

や路面電車など公共交通（トランジット）だけを通行させ、モール内や外部空間とモールを結ぶ安全

で快適な移動手段として活用すること。 

【な行】                                        

  乗合バス 

法に定める一般乗合旅客自動車運送事業として運行される、路線バス、コミュニティバスの総称。 

  ネーミングライツ 

行政の新たな財源を確保し、施設の良好な管理運営の維持につなげるとともに、事業者等の広

告活動の機会を創出し、施設の魅力向上や地域活性化を図ること。 

【は行】                                        

  パーク＆ライド 

自宅から最寄りの駅やバス停まで自家用車で行き、近くの駐車場に駐車して、そこから鉄道や

バスなどの公共交通を利用して目的地まで移動すること。 

  パーソントリップ調査 

person（人）の trip（ある目的のため出発地から到着地まで移動すること）に関する調査のこと

をいう。「どのような人が、いつ、どこから、どこへ、どんな目的で、どのような移動手段を使って移動

しているかのデータを把握し、多様な交通手段の利用実態の定量的な把握、将来の交通量の予測、

今後の都市交通施設の整備・運用方針の検討などの基礎資料として活用される。 

  バスロケーションシステム 

バスの現在位置が、パソコンやスマートフォンでリアルタイムに反映されるシステム。バスがいつ

来るのか、いまどこを走っているのかといった運行状況を確認できる。 

  ＢＣＰ 

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎの略。災害や事故などの緊急事態に遭遇した場合において、損

害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に

行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。 

【ま行】                                        

  マルチモーダル 

「Multi(複数の)-modal(情報を伝える手段・方法)」の意。 

複数の交通機関の連携を通じて、利用者のニーズに対応した効率的で良好な交通環境が提供

されること。 

  ＭａａＳ 

Mobility as a Service の略。ICT を活用して交通をクラウド化し、マイカー以外のすべての

交通手段によるモビリティ（移動）を 1 つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」

の概念のこと。2015（平成 27）年の ITS 世界会議で設立された MaaS Alliance では、「MaaS

は、いろいろな種類の交通サービスを、需要に応じて利用できる 1 つの移動サービスに統合するこ

と」と定義している。 
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  モビリティ・マネジメント 

渋滞や環境、あるいは個人の健康等の問題に配慮して、過度に自動車に頼る状態から公共交通

や自転車などを「かしこく」使う方向へと自発的に転換することを促す、一般の人々や様々な組織・

地域を対象としたコミュニケーションを中心とした持続的な一連の取組。 

【や行】                                        

  ＵＤタクシー 

ユニバーサルデザインタクシーのこと。健康な方以外にも足腰の弱い高齢者、車いす使用

者、ベビーカー利用の親子連れ、妊娠中の方など誰もが利用しやすいタクシー。 

  優先整備路線 

 自転車ネットワークのうち、「自転車の活用のしやすさ」、「自転車の安全性」の視点による優先度

が高い路線及びこれらの路線との連続性や道路状況による整備可能性を考慮して設定した路線

並びに余暇活動での自転車活用として想定した路線。 

  優先レーン 

 道路交通法第二十条の二(路線バス等優先通行帯)に定められる通行帯で、後方から路線バ

ス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車

両通行帯の外に出なければならない。 

【ら行】                                        

  リニア中央新幹線 

 東京都から名古屋市を経由し大阪市までの約 438 ㎞を、超電導リニアによって結ぶ新たな新

幹線。 

  路線バス 

予め設定した路線上を、設定した時刻表に合わせて有償で運行するバス。 
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参考資料３ 補助系統の位置づけと必要性 

1. 地域公共交通における補助系統の位置づけ 

本市のコミュニティバス及び路線バスは、持続可能な地域公共交通ネットワークを維持するため

に、国や県、市の補助を受けながら運行しています。本計画で補助系統を位置づけ、その役割を明

確にすることで効果的、効率的な支援をします。 

 

表 参 1-1 地域内フィーダー系統一覧 (2025(令和７)年６月時点) 

 

 

※1 市内のアクセス交通とは従来の乗合型公共交通サービスの確保が難しい地域において、鉄道駅とい

った最寄りの交通結節点にアクセスしやすくする路線 

※2 市内運行路線とは市内から市域外への流動と市外からの来訪者の需要及び市内の地域拠点の移動

に対応した路線 

 

  

４条乗合 路線定期運行

北部地区
「柿の里バス」
(運行は交通事業者)

・北部石巻西川・賀茂
線運営協議会
・北部下条・森岡線運
営協議会
・豊橋市

賀茂西・豊橋医療センター系統
豊橋医療セ

ンター

鷹丘クリニック
五井

和田辻東
賀茂西

石巻中山・豊橋医療センター系統 石巻中山
五井

鷹丘クリニック
和田辻東

豊橋医療セ
ンター

利用促進に
より現状の
収益を維持

地域公共交
通確保維持
改善事業に
より運行を
確保

地域公共交
通確保維持
改善事業に
より運行を
確保

役割

市内のアク
セス交通
※1

４条乗合

４条乗合

●

４条乗合

運行形態

路線定期運行

路線定期運行

路線定期運行

●

●

４条乗合

市内運行路
線※２

路線定期運行 ●

路線定期運行 ●

確保・維
持策

●

●

●

●

●

●

●

●

地域内
フィーダー
系統確保維
持費国庫補

助金

●

路線定期運行 ●

●

●

利用促進に
より現状の
収益を維持

・かわきたバス運営委
員会
・豊橋市

川北地区
「かわきたバス」
(運行は交通事業者)

細谷校区 細谷校区
ヤマナカ二
川店

小沢校区 小沢校区
ヤマナカ二
川店

石巻中山・豊橋医療センター系統 石巻中山

賀茂西
和田辻東

アイセロ北
鷹丘クリニック

豊橋医療セ
ンター

大村～下地・津田系統
ファミリー
マート

豊橋駅前（下地・
津田行）

セブンイレ
ブン豊橋

豊南・大清水

豊橋駅前（大村
行）

ファミリー
マート

コミュニ
ティバス

東部東山線
東部地区
「やまびこ号」
（運行は交通事業者）

・東山バス運営協議会
・豊橋市

4条乗合 路線定期運行

梅薮前芝線 西駅前 前芝

運行系統

●

細谷・二川

前芝地区
「しおかぜバス」
(運行は交通事業者)

野依地区「三本木線」

名 称

小沢・二川

三本木線(野依）

三本木線
（くすのき特別支援学校）

JA津田支店

地域公共交
通確保維持
事業改善に
より運行を
確保

位置づけ

南部地区
「愛のりくん」
(運行は交通事業者)

南部地区
「愛のりくん」
(運行は交通事業者)

路線バス

運行系統名等

起点

豊橋駅前 北山 野依

豊橋駅前 北山
くすのき特
別支援学校

運動公園前 二川駅

下地・津田～大村系統

梅薮
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石巻中山・豊橋医療センター系統 石巻中山
賀茂西
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アイセロ北

豊橋医療セ
ンター
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統
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アイセロ北
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豊南校区 豊南校区
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石巻中山・豊川駅東口系統 石巻中山
賀茂西

バロー豊川店
豊川駅東口

高根・芦原

柿の里萩平

豊川駅東口

・豊鉄バス株式会社
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・豊橋市

・しおかぜバス運営協
議会
・豊橋市

実施主体

石巻中山・豊川駅東口系統 石巻中山 賀茂西

-

鷹丘クリニック
アイセロ北
和田辻東
賀茂西

豊川駅東口・豊橋医療センター系
統

豊川駅東口

柿の里萩平・豊川駅東口系統

事業許可区分

４条乗合

４条乗合

４条乗合

４条乗合
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経由地

豊橋医療セ
ンター

豊川駅東口賀茂西

終点

●

路線定期運行

路線定期運行

４条乗合
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４条乗合 路線定期運行

４条乗合

４条乗合

路線定期運行

区域運行

区域運行

路線定期運行

路線定期運行

路線定期運行

区域運行

区域運行

豊橋市「地
域生活」バ
ス・タク

シー運行補
助

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

路線定期運行

●

●

●

●

●

●

●

●
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表 参 1-2 地域間幹線系統及びその他バス路線一覧(2025(令和７)年６月時点) 

 

 

※1 広域的な路線とは市内から市域外への流動と市外からの来訪者の需要及び市内の都市拠点と地域

拠点の移動に対応した路線 

※2 市内運行路線とは広域路線を補完し、一団の住宅地や主要施設など交通結節点とを結び、日常生活

に対応できるサービス水準を確保した路線 
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2. 地域公共交通確保維持改善事業の必要性 

2.1 地域内フィーダー系統 

地域内フィーダー系統は、高齢化が進む北部地区、南部地区、前芝地区、川北地区及び野依地区

では、沿線住民の買い物など日常生活を営むうえで必要な交通手段としての役割を担っています。 

 

①柿の里バスは北部地区において、地域内の通院や買い物での利用に加え、豊川駅でJR飯田線

や路線バス、赤岩口で路面電車への乗換えを行い、中心市街地へアクセスするための交通と

して必要な路線です。 

②愛のりくんは南部地区において、渥美線、東海道本線への乗換えのアクセス交通として必要

な路線です。 

③しおかぜバスは前芝地区、かわきたバスは川北地区において、成田記念病院や豊橋市民病院

への通院及び、豊橋駅へアクセスしその後の広範囲での移動に必要な路線です。 

④三本木線は野依地区において、豊橋市立くすのき特別支援学校への交通手段や、成田記念病

院や豊橋市民病院への通院及び、豊橋駅へアクセスしその後の広範囲での移動に必要な路線

です。 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 地域間幹線系統 

 地域間幹線系統は、市域を跨いでの利用者が多くを占め、通勤、通学、通院や買い物など利用

者の生活の足として広域的な路線の役割を担っています。 

 

①伊良湖本線は、通院や豊橋駅、田原駅への鉄道利用、沿線高校への通学利用のほか、日中は

高齢者の田原市街地での買い物で利用される広域的な移動に必要な路線です。 

②豊川線は、豊橋市、豊川市の相互間の通勤、通院や大型商業施設への買い物で利用される広

域的な移動に必要な路線です。 

③新豊線は、豊橋市、豊川市の相互間の通勤、通院や大型商業施設への買い物で利用される広

域的な移動に必要な路線です。 

 

 

 

 

 

3. 豊橋市バス運行対策事業 

路線バスは、市内の都市拠点と地域拠点の移動や、一団の住宅地や主要施設などと交通結節点と

を結び、日常生活に対応できるサービス水準を確保する必要があります。そのため、輸送人員の減

少等により運行の継続が困難な路線について、助成措置を講じ市民の移動手段の確保を図ります。 

①から④のコミュニティバスや路線バスは、地域住民の必要不可欠な移動を確保し、豊かで

快適に生活するためになくてはならないものですが、自治体や事業者の運営努力だけでは、

路線の維持が難しいため、地域公共交通確保維持改善事業により運行を確保・維持する必要

があります。 

①から③の路線バスは、必要不可欠な広域的な移動を確保し、豊かで快適に生活するためになくて

はならないものですが、事業者の運営努力だけでは、路線の維持が難しいため、地域公共交通確保

維持事業により運行を確保・維持する必要があります。 
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4. 豊橋市「地域生活」バス・タクシー運行事業 

コミュニティバスは地域住民の福祉の向上のため、従来の乗合型公共交通の運行が難しい地域に

おいて生活上必要な路線を維持する必要があります。そのため本格運行事業を実施する事業者に対

して、運行にかかる経費について助成措置を講じ生活上必要な路線の維持を図ります。 

 



様式第１－２（日本産業規格Ａ列４番） 

８ 豊 地 協 第  号 

令和８年 月 日 

 

 

 国土交通大臣 殿 

 

 

                            氏名又は名称 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

                            住    所 愛知県豊橋市今橋町１番地 

                            代 表 者 氏 名 会長 杉木 直 

 

 

地域公共交通計画変更認定申請書 

 

 

 

 令和７年９月２５日付け国地総第１４４号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を別紙のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

○ 変更日 

  令和８年３月３１日 

 

 

○ 変更箇所 

  地域公共交通計画 

 

 

○ 変更理由 

   当初認定を受けた地域公共交通計画の計画期間が満了し、令和８年４月から

新計画（豊橋市都市交通計画 2026-2035）に紐付き事業を実施するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１協議案第２号（付帯協議案第１号） 



 

 

１．協議内容 

 （１）概要 

 

 

２． 事前確認事項 

～令和８年２月   北部地区「石巻・下条地域交通推進委員会」にて一部区域運行 

          の導入等協議済み 

  令和８年２月１８日   豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 運賃料金部会において

協議済み 

 

 

 

 

 

路線名 柿の里バス（北部地区「地域生活」バス・タクシー） 

内 容 

① 一部区域運行の導入【資料３(２)(３)参照】 

（変更前）運行方法：すべての便において定時定路線運行 

（変更後）運行方法：４～５、１５～２０便に区域運行を導入 

② 系統等の新設、廃止【資料３(４)参照】 

③ 柿の里パスポート料金の変更 

（変更前）１，０００円／１ヶ月 

（変更後）１，５００円／１ヶ月 

変更理由 
人件費や物価高騰等に対応するため、利用者数の少ない便を中心に区域運行の

導入による効率化を図るとともに、柿の里パスポートの料金を改定する。 

経 緯 

令和６年８月  豊川延伸を含めた大幅なルートの変更を実施 

令和７年４月  利用実績や地域住民の声を踏まえ、ダイヤ及びルートの変更

を実施 

   １１月  第２回豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

 ９月～１月  北部地区「石巻・下条地域交通推進委員会」小委員会での 

検討 

令和８年２月  北部地区「石巻・下条地域交通推進委員会」での協議 

実施 

予定日 
令和８年５月１日（金） 

協議案第３号 

北部地区「地域生活」バス・タクシーの事業計画の変更（案）について 

資料３  



３． 事業計画の変更日等 

令和８年２月１８日 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会において協議 

令和８年３月９日(予定) 豊川市地域公共交通会議において協議 

令和８年３月中旬(予定) 運行事業者から中部運輸局へ事業計画変更に関する認可申請 

   令和８年５月１日(予定) 事業計画の変更 

 

４． その他 

   運行日、車両及び運行事業者の変更はなし 

 

５． 周知方法 

令和８年４月 時刻表パンフレットを北部地区に全戸配布（約 8,500 部） 

       市ホームページに掲載 

 

６． 付帯協議案第２号 

地域公共交通計画変更認定申請について【資料３－１】 

本件の事業計画の変更に伴い、地域公共交通計画（豊橋市都市交通計画 2026-2035）

の該当箇所の変更を行う。 



資料３（４）系統等の変更 

項目 

現行 

系統 ルート 距離(km) 
本数

(本) 

時間

(分) 

運行

形態 
便数 

系統、 

ルート等 

柿の里萩平・豊川駅東口系統 柿の里萩平→賀茂西→豊川駅東口 9.250 1 19 

路線

定期 

1 便 

豊川駅東口・豊橋医療センタ

ー系統 

豊川駅東口→賀茂西→和田辻東→

アイセロ北→鷹丘クリニック→豊

橋医療センター 

26.291 1 82 2 便－3便 

石巻中山・豊川駅東口系統 石巻中山→賀茂西→豊川駅東口 
往:11.200 

復:11.240 

往:1 

復:1 

往:23 

復:26 
4 便、5便 

石巻中山・豊橋医療センター

系統 

石巻中山→賀茂西→和田辻東→ア

イセロ北→鷹丘クリニック→豊橋

医療センター 

往:29.806 

復:29.871 

往:1 

復:1 

往:77 

復:81 
6 便、13 便 

和田辻東・豊橋医療センター

系統 

和田辻東→アイセロ北→鷹丘クリ

ニック→豊橋医療センター 

往:17.073 

復:17.138 

往:1 

復:2 

往:51 

復:53 
7 便、9便、11 便 

和田辻東・豊橋医療センター

系統 

和田辻東→五井→鷹丘クリニック

→豊橋医療センター 
14.232 2 43 8 便、16 便 

石巻中山・豊橋医療センター

系統 

石巻中山→和田辻東→五井→鷹丘

クリニック→豊橋医療センター 
21.502 1 54 10 便 

石巻中山・豊川駅東口系統 
石巻中山→賀茂西→バロー豊川店

→豊川駅東口 

往:12.160 

復:12.200 

往:1 

復:2 

往:27 

復:27 
12 便、14 便、20 便 

石巻中山・豊橋医療センター

系統 

石巻中山→賀茂西→和田辻東→ア

イセロ北→豊橋医療センター 
28.501 1 71 15 便 



豊川駅東口・豊橋医療センタ

ー系統 

豊川駅東口→バロー豊川店→賀茂

西→和田辻東→アイセロ北→豊橋

医療センター 

26.726 1 63 17 便－19 便 

賀茂西・豊橋医療センター系

統 

賀茂西→和田辻東→五井→鷹丘ク

リニック→豊橋医療センター 
20.620 1 51 18 便 

停留所数 44 か所 

運行日 月曜日～金曜日 午前７時台～午後５時台 

車 両 ２台 

運行事業者 豊鉄タクシー株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項目 

変更後 

系統 ルート 距離(km) 
本数

(本) 

時間

(分) 

運行

形態 
便数 

系統、 

ルート等 

柿の里萩平・豊川駅東口系統 柿の里萩平→賀茂西→豊川駅東口 9.250 1 19 

路線

定期 

1 便 

豊川駅東口・豊橋医療センタ

ー系統 

豊川駅東口→賀茂西→和田辻東→

アイセロ北→鷹丘クリニック→豊

橋医療センター 

26.291 1 82 2 便－3便 

石巻中山・豊川駅東口系統 石巻中山→賀茂西→豊川駅東口 
往:11.200 

復:11.240 

往:1 

復:1 

往:23 

復:26 
区域 4 便、5便 

石巻中山・豊橋医療センター

系統 

石巻中山→賀茂西→和田辻東→ア

イセロ北→鷹丘クリニック→豊橋

医療センター 

往:29.806 

復:29.871 

往:1 

復:1 

往:77 

復:81 

路線

定期 

6 便、13 便 

和田辻東・豊橋医療センター

系統 

和田辻東→アイセロ北→鷹丘クリ

ニック→豊橋医療センター 

往:17.073 

復:17.138 

往:1 

復:2 

往:51 

復:53 
7 便、9便、11 便 

和田辻東・豊橋医療センター

系統 

和田辻東→五井→鷹丘クリニック

→豊橋医療センター 
14.232 1 43 8 便 

和田辻東・豊橋医療センター

系統 

和田辻東→五井→鷹丘クリニック

→豊橋医療センター 
14.232 1 43 区域 16 便 

石巻中山・豊橋医療センター

系統 

石巻中山→和田辻東→五井→鷹丘

クリニック→豊橋医療センター 
21.502 1 54 

路線

定期 

10 便 

石巻中山・豊川駅東口系統 
石巻中山→賀茂西→バロー豊川店

→豊川駅東口 

往:12.160 

復:12.200 

往:1 

復:1 

往:27 

復:27 
12 便、14 便 

石巻中山・豊川駅東口系統 
石巻中山→賀茂西→バロー豊川店

→豊川駅東口 

往:12.160 

復:12.200 
復:1 

往:27 

復:27 
区域 20 便 



石巻中山・豊橋医療センター

系統 

石巻中山→賀茂西→和田辻東→ア

イセロ北→豊橋医療センター 
28.501 1 71 15 便 

豊川駅東口・豊橋医療センタ

ー系統 

豊川駅東口→バロー豊川店→賀茂

西→和田辻東→アイセロ北→豊橋

医療センター 

26.726 1 63 17 便－19 便 

賀茂西・豊橋医療センター系

統 

賀茂西→和田辻東→五井→鷹丘ク

リニック→豊橋医療センター 
20.620 1 51 18 便 

停留所数 44 か所 

運行日 月曜日～金曜日 午前７時台～午後５時台 

車 両 ２台 

運行事業者 豊鉄タクシー株式会社 

 



様式第１－２（日本産業規格Ａ列４番） 

８ 豊 地 協 第  号 

令和８年 月 日 

 

 

 国土交通大臣 殿 

 

 

                            氏名又は名称 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

                            住    所 愛知県豊橋市今橋町１番地 

                            代 表 者 氏 名 会長 杉木 直 

 

 

地域公共交通計画変更認定申請書 

 

 

 

 令和７年９月２５日付け国地総第１４４号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を別紙のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

○ 変更日 

  令和８年５月１日 

 

 

○ 変更箇所 

  地域公共交通計画及び地域公共交通計画別紙 

 

 

○ 変更理由 

   北部地区「地域生活」バス・タクシーの一部区域運行の導入等に伴う事業計画

の変更を行うため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３-１ 協議案第３号 付帯協議案第２号 



 

 

参考資料３ 補助系統の位置づけと必要性 

1. 地域公共交通における補助系統の位置づけ 

本市のコミュニティバス及び路線バスは、持続可能な地域公共交通ネットワークを維持するため

に、国や県、市の補助を受けながら運行しています。本計画で補助系統を位置づけ、その役割を明

確にすることで効果的、効率的な支援をします。 

 

表 参 1-1 地域内フィーダー系統一覧 (2025(令和７)年６月時点) 

 

 

※1 市内のアクセス交通とは従来の乗合型公共交通サービスの確保が難しい地域において、鉄道駅とい

った最寄りの交通結節点にアクセスしやすくする路線 

※2 市内運行路線とは市内から市域外への流動と市外からの来訪者の需要及び市内の地域拠点の移動

に対応した路線 

 

 

 

４条乗合 区域運行 ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

路線定期運行

区域運行

区域運行

区域運行

区域運行

豊橋市「地
域生活」バ
ス・タク

シー運行補
助

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

区域運行

●

路線定期運行

路線定期運行

４条乗合

４条乗合

４条乗合

４条乗合

４条乗合

４条乗合 路線定期運行

４条乗合

４条乗合

路線定期運行

区域運行

区域運行

事業許可区分

４条乗合

４条乗合

４条乗合

４条乗合

４条乗合

４条乗合

経由地

豊橋医療セ
ンター

豊川駅東口賀茂西

終点

・豊鉄バス株式会社

・表浜地域公共交通推
進委員会
・豊橋市

・表浜地域公共交通推
進委員会
・豊橋市

・しおかぜバス運営協
議会
・豊橋市

実施主体

石巻中山・豊橋医療センター系統
豊橋医療セ

ンター

鷹丘クリニック
五井

和田辻東

-

賀茂西
和田辻東

アイセロ北
鷹丘クリニック

豊川駅東口・豊橋医療センター系
統

豊川駅東口

柿の里萩平・豊川駅東口系統

高根・芦原

柿の里萩平

石巻中山

賀茂西・豊橋医療センター系統
豊橋医療セ

ンター
五井

和田辻東
賀茂西

高根校区 高根校区 芦原駅

豊南校区 豊南校区
大清水まな
び交流館

石巻中山・豊川駅東口系統 石巻中山 賀茂西 豊川駅東口

賀茂西
和田辻東

アイセロ北

豊橋医療セ
ンター

豊川駅東口・豊橋医療センター系
統

豊橋医療セ
ンター

アイセロ北
和田辻東
賀茂西

バロー豊川店

豊川駅東口

梅薮

下地・津田～豊橋駅前系統 JA津田支店 杢野医院 豊橋駅前

豊橋駅前 北山
くすのき特
別支援学校

運動公園前 二川駅

下地・津田～大村系統

地域公共交
通確保維持
事業改善に
より運行を
確保

位置づけ

南部地区
「愛のりくん」
(運行は交通事業者)

南部地区
「愛のりくん」
(運行は交通事業者)

路線バス

運行系統名等

起点

豊橋駅前 北山 野依

運行系統

●

細谷・二川

前芝地区
「しおかぜバス」
(運行は交通事業者)

野依地区「三本木線」

名 称

小沢・二川

三本木線(野依）

三本木線
（くすのき特別支援学校）

JA津田支店

コミュニ
ティバス

東部東山線
東部地区
「やまびこ号」
（運行は交通事業者）

・東山バス運営協議会
・豊橋市

4条乗合 路線定期運行

梅薮前芝線 西駅前 前芝

豊橋駅前（大村
行）

ファミリー
マート

・かわきたバス運営委
員会
・豊橋市

川北地区
「かわきたバス」
(運行は交通事業者)

細谷校区 細谷校区
ヤマナカ二
川店

小沢校区 小沢校区
ヤマナカ二
川店

石巻中山・豊川駅東口系統 石巻中山
賀茂西

バロー豊川店
豊川駅東口

大村～下地・津田系統
ファミリー
マート

豊橋駅前（下地・
津田行）

セブンイレ
ブン豊橋

豊南・大清水

市内運行路
線※２

路線定期運行 ●

路線定期運行 ●

確保・維
持策

●

●

●

●

●

●

●

●

地域内
フィーダー
系統確保維
持費国庫補

助金

●

路線定期運行 ●

●

●

利用促進に
より現状の
収益を維持

利用促進に
より現状の
収益を維持

地域公共交
通確保維持
改善事業に
より運行を
確保

地域公共交
通確保維持
改善事業に
より運行を
確保

役割

市内のアク
セス交通
※1

４条乗合

４条乗合

●

４条乗合

運行形態

路線定期運行

路線定期運行

路線定期運行

●

●

４条乗合

４条乗合 区域運行

北部地区
「柿の里バス」
(運行は交通事業者)

・北部石巻西川・賀茂
線運営協議会
・北部下条・森岡線運
営協議会
・豊橋市

豊川駅東口・石巻中山系統 豊川駅東口
バロー豊川店

賀茂西
石巻中山

石巻中山・豊橋医療センター系統 石巻中山

賀茂西
和田辻東

アイセロ北
鷹丘クリニック

豊橋医療セ
ンター

石巻中山・豊橋医療センター系統 石巻中山

2026 8 5 



 

 

  



 

 

地域公共交通計画 別紙 

（令和８年度地域内フィーダー系統確保維持計画） 
 

       令和８年２月１８日       

                       豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

１ 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 （略） 

２ 地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 （略） 

３ ２の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 （略） 

４ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

○運行系統の概要及び運行事業者     

【変更前】 

①北部地区 

（令和 7 年 9

月～令和 8

年 4 月） 

柿の里萩平・豊川駅

東口系統 

柿の里萩平→賀茂西→豊川駅

東口 

豊鉄タク

シー（株） 

路線図 

運行ダイヤ 

：資料３

(2)(3) 

  
豊川駅東口・豊橋医

療センター系統 

豊川駅東口→賀茂西→和田辻

東→アイセロ北→鷹丘クリニ

ック→豊橋医療センター 

石巻中山・豊川駅東

口系統 

石巻中山→賀茂西→豊川駅東

口 

 
  

  
石巻中山・豊橋医療

センター系統 

豊橋医療センター→鷹丘クリ

ニック→五井→和田辻東→石

巻中山 

 
  

 
石巻中山・豊川駅東

口系統 

石巻中山→賀茂西→バロー豊

川店→豊川駅東口 

  

 
豊川駅東口・豊橋医

療センター系統 

豊橋医療センター→アイセロ

北→和田辻東→賀茂西→バロ

ー豊川店→豊川駅東口 

  

 
石巻中山・豊橋医療

センター系統 

石巻中山→賀茂西→和田辻東

→アイセロ北→鷹丘クリニッ

ク→豊橋医療センター 

  

 
石巻中山・豊橋医療

センター系統 

石巻中山→賀茂西→和田辻東

→アイセロ北→豊橋医療セン

ター 

  

 
賀茂西・豊橋医療セ

ンター系統 

豊橋医療センター→五井→和

田辻東→賀茂西 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運行系統の概要及び運行事業者     

【変更後】 

①北部地区 

（令和 8 年 5

月～9 月） 

  

柿の里萩平・豊川駅

東口系統 

柿の里萩平→賀茂西→豊川駅

東口 

豊鉄タク

シー（株） 

路線図 

運行ダイヤ 

：資料３

(2)(3) 

豊川駅東口・豊橋医

療センター系統 

豊川駅東口→賀茂西→和田辻

東→アイセロ北→鷹丘クリニ

ック→豊橋医療センター 

  

石巻中山・豊橋医療

センター系統 

豊橋医療センター→鷹丘クリ

ニック→五井→和田辻東→石

巻中山 

   

石巻中山・豊川駅東

口系統 

石巻中山→賀茂西→バロー豊

川店→豊川駅東口 

  

石巻中山・豊橋医療

センター系統 

石巻中山→賀茂西→和田辻東

→アイセロ北→鷹丘クリニッ

ク→豊橋医療センター 

  

石巻中山・豊川駅東

口系統 

石巻中山⇔豊川駅東口   

石巻中山・豊橋医療

センター系統 
石巻中山⇒豊橋医療センター 

  

豊川駅東口・豊橋医

療センター系統 

豊橋医療センター⇒豊川駅東

口 

  

賀茂西・豊橋医療セ

ンター系統 
豊橋医療センター⇒賀茂西 

  

豊川駅東口・石巻中

山系統 

豊川駅東口⇒バロー豊川店⇒

石巻中山 

  

②～⑤（略） （略） （略） （略） （略） 

以下（略） 

 



 

協議案第４号 
資料４ 

豊橋市「地域生活」バス・タクシー実施要綱の改正について 

 
１．概要 

 本要綱は地域運営団体が運行する「地域生活」バス・タクシーの継続基準等を規定し

ているものである。今般の物価や人件費の高騰に加え、令和７年１２月に実施されたタ

クシー運賃改定による運行経費の増加に伴って次の改正を行う。  
 

２．改正点 

(ア) 目的  
本市において「地域生活」バス・タクシーを継続運行するためには、主体性、利

用度、継続性の３つの基準が達成され、本協議会において運行継続の妥当性を判断

される必要がある。継続性の基準については運行経費から運賃収入等を差し引いた

欠損額が、要綱で定める上限額以下であることとしているが、今般の物価等の高騰

は、運行経費への影響が大きく、欠損額が増加していることから、安定的な運行の

確保を目的とし実施要綱を改正する。  
 

（イ）理由  
人件費等の運行に係る経費において、前回改正した令和５年度と比較して令和８

年度は 10％程度の増加が見込まれていることから、欠損額の上限額を下表のとおり

改正する。  
 

変更は下表のとおり。 

 

 

 

 

 
 

 
（参考）これまでの上限額の改正  

改正日  上限額増加率  理由  
H26.4.1～ ３％  消費税増税（5→8％） 
H29.4.1～ ４％  予備車導入による費用加算  
R5.4.1～ １０％  物価高による見直し  

 
３．施行日 

 令和８年３月１日  

使用車両  車椅子対応  
上限額（+予備車経費）  
現行  改正案  

ジャンボタクシー  × 612 673 
○ 625 687 

中型セダンタクシー  × 556 611 
○ 563 619 

バス   1018 1119 

（万円） 



 豊橋市「地域生活」バス・タクシー実施要綱の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

 

 

   

 附 則 

 この要綱は、令和８年３月１日から施行する。 

改正後 改正前 

別表２  別表２ 

使用車両  車椅子対応  基準額  

ジャンボタク

シー  

無  ６７３万円 /年+予備車経費  

有  ６８７万円 /年+予備車経費  

中型セダンタ

クシー  

無  ６１１万円 /年+予備車経費  

有  ６１９万円 /年+予備車経費  

バス   
１１１９万円 /年+予備車経費  

 

 

使用車両  車椅子対応  基準額  

ジャンボタク

シー  

無  ６１２万円 /年+予備車経費  

有  ６２５万円 /年+予備車経費  

中型セダンタ

クシー  

無  ５５６万円 /年+予備車経費  

有  ５６３万円 /年+予備車経費  

バス   
１０１８万円 /年+予備車経費  

 

資料４－１ 



 
 

令和８年度企業シャトルBaaS
バ ー ス

 事業の実施について 
 

１．目的 
令和４年度から、株式会社デンソー及び湖西市との連携のもと、企業のシャ

トルバスに市民も混乗できる新たな移動手段として提供する「企業シャトル

BaaS 事業」の実験を実施している。令和７年度からは通年での運行を開始し

ており、引き続き持続可能な運行を目指し、令和８年度においても事業を実施

する。 
 
２．運行内容 
（１）実施期間 

令和８年４月１日（水）～令和８年９月３０日（水） 
（土日祝日、年末年始を除くほか、株式会社デンソーの稼働日に準ずる） 
※本期間は、湖西市が運輸局から認可されている自家用有償旅客運送の有効期 
間に合わせて設定。なお、令和８年度中に原町バス停の追加を予定しており、 
準備が整い次第、本協議会にて運行内容及び期間の見直しを行う予定。 

 
（２）運賃 

1 乗車片道 100 円 
・乗車券（１枚単位）…100 円／枚 
・乗車券（11 枚綴り）…1,000 円 

 
（３）乗車券販売方法 

     オンラインでの購入…クレジットカード決済 
     市の窓口等での購入…現金のみ 

 
 

 
 
 
 
 

（４）運行車両 
株式会社デンソーによるシャトルバスの持込車両（定員 20 人） 

 
 
 
 
 
 

【湖西市】●湖西市都市計画課窓口 ●湖西市西部地域センター ●天竜浜名湖鉄道新所原駅 
【豊橋市】●豊橋市二川窓口センター  

販売場所 

資料５ 協議案第５号 



（５）運行経路及び時刻表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．事前確認事項 
令和８年１月 雲谷町、中原町、原町自治会、交通事業者等へ説明済み 

※が付いているバス停の時刻については固定となります。その他時刻については目安であり、５分程度前後する場合があります。 

中原町バス停（上下共通） 

デンソー豊橋東製作所バス停（上下共通） 


